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はじめに 

 

 

近年、社会の多様化が一層進む中で、男女がと

もに活躍できる環境の整備は、持続可能な地域社

会の発展に欠かせない課題となっており、仕事や家

庭、地域活動など、あらゆる場面での性別役割の固

定観念を見直し、多様な価値観を尊重し合う社会の

実現は、これまで以上に強く求められています。 

 

本市では、平成１８年３月の、男女共同参画推進

計画「輝け男女 笛吹プラン」策定にはじまり、平成

２３年９月の「笛吹市男女共同参画推進条例」策

定、平成２７年３月の「男女共同参画都市宣言」など、男女が互いに尊重し合い、誰

もが自分らしく活躍できる社会の実現に向けて様々な取組を進めてきました。 

 

今回、新たに策定した「第５次笛吹市男女共同参画プラン」では、第４次プランで

取り組んできた成果と課題を整理・分析した上で、これまで以上に実効性の高い計

画とするため、男女共同参画社会の実現に向けた５つの基本目標と、それらを具体

的に推進するための１６の重点目標を掲げました。 

 

これらの目標は、家庭や地域、職場など、あらゆる場面において、性別に関わらず

誰もが人権を尊重され、自分らしく安心して生活し、社会参画できる環境をつくるこ

とを念頭に設定したものであり、市民の皆様や関係団体と連携を図りながら、男女

共同参画を一層推進してまいります。 

 

結びに、本プランの策定に当たりまして、熱心に御審議いただいた男女共同参画

審議会委員の皆様をはじめ、貴重な御意見や御提言を賜りました多くの市民、関係

団体の皆様に、心より感謝申し上げます。 

 

 

 

令和８年３月 
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1 計画策定の目的 

「輝け男女笛吹プラン（第５次笛吹市男女共同参画プラン）」は、「男女共同参画
社会基本法 第１４条第３項」及び「笛吹市男女共同参画推進条例」に基づく「男女
共同参画基本計画」です。 

本市では、男女が平等で対等なパートナーとして、心豊かで安心できる社会の構
築に向けて平成１８年に第１次、平成２３年に第２次、平成２８年に第３次、令和３年に
第４次の「輝け男女笛吹プラン」を策定し、男女共同参画に係る施策を展開してきま
した。 

また、平成２３年には市民との協働による「男女共同参画推進条例」を公布しまし
た。さらに、平成２７年には市と男女共同参画推進委員会が協力し、「男女共同参画
都市」を宣言しています。 

第４次計画（令和３～令和７年度）では、男女が平等で対等なパートナーとして、
心豊かで安心できる社会の構築に向けて取り組みを推進してきました。 

しかし現在もなお、「男性は仕事、女性は家庭」といった性別による固定的な役割
意識が根強く残っており、育児や家事の多くが女性に偏る傾向にあります。そのため、
女性のキャリアが中断されやすく、管理職への登用や賃金格差の要因となっていま
す。また、男性の育児休業取得率も依然として低く、文化的・社会的な固定観念の影
響が色濃く残っています。 

さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大は、非正規雇用の多い女性の雇用や収
入に大きな影響を及ぼしました。加えて、家庭や育児の負担増、ＤＶ被害の増加など、
女性に対する経済的・社会的な影響が深刻化し、男女共同参画社会の実現はこれ
まで以上に重要な課題となっています。 

国際社会では、２０３０年までに持続可能な開発目標（SDGs）の目指すべき１７の
ゴールの１つとして「ジェンダー平等の実現とすべての女性・女児のエンパワーメント」
が掲げられており、この点も考慮した計画としています。 
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2 男女共同参画推進条例及び男女共同参画都市宣言 

（１） 笛吹市男女共同参画推進条例：平成２３年 

本市初となる市民提案型の条例として、男女共同参画推進委員会との協働によ
る笛吹市男女共同参画推進条例を制定しました（全文は資料編を参照）。 

男女共同参画プランは、条例第３条の男女共同参画推進の基本理念に基づき策
定を行っています。 

本市では、笛吹市男女共同参画推進条例の７つの理念に基づいて男女共同の実
現を目指しています。 

 

 

 

笛吹市男女共同参画推進条例の７つの理念 

 

① 個人としての尊厳が重んぜられ、性別による差別的取り扱いを受けること

なく、個人として能力を発揮する機会を確保しましょう。 

② 社会において活動していく上で、社会制度や慣行ができる限り中立なもの

とするよう配慮しましょう。 

③ 性別にかかわりなく、社会の対等な構成員として政策や事業者における方

針の立案や決定に共に参画する機会を確保しましょう。 

④ 家族一人ひとりがお互い協力し、社会の支援を受けながら、次世代を担う

子育て、介護などの家庭生活で役割を果たすとともに、家庭以外の場でも

活動できるようにしましょう。 

⑤ 性別にかかわりなく、それぞれの性についての理解を深めることで、妊娠・

出産その他の性と生殖に関して、お互いの意思を尊重し、生涯にわたって

健康で安全な生活を確保できるようにしましょう。 

⑥ 地域、家庭、職場などあらゆる場面で暴力、虐待、他の人を不快にさせる

ような性的な言動をしないようにしましょう。 

⑦ 国際的な取り組みにも目を向け、国際協調の理念のもとに男女共同参画

社会を推進しましょう。 
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（２） 笛吹市男女共同参画都市宣言 

本市は、市全体が一体となり「市民が豊かで安心安全な生活を営み、市民だれも
が相互に認め合い、住みやすく、子どもたちに輝く未来を託すことができる男女共同
参画都市 笛吹市」の実現に向けての機運を広く醸成するため「男女共同参画都市」
を宣言しています。 
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3 計画の位置づけ 

笛吹市男女共同参画プランは、「男女共同参画社会基本法」第１４条第３項に定め
る「市町村男女共同参画計画」かつ「笛吹市男女共同参画推進条例」第１２条第１項
に定める男女共同参画を推進するための基本的な計画であるとともに、 

①「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第２条の３第３
項に定める「配偶者暴力防止基本計画」 

②「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第６条第２項に定める
「女性活躍推進計画」 

③「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」第８条第１項に定められる
「困難な問題を抱える女性支援計画」 

を包含する計画として位置付けます。 
また本計画は、第三次笛吹市総合計画及びその他各種関連計画との整合に配慮し

て策定しました。 
 

 

4 計画の期間 

第５次プランの推進期間は、令和８年度から令和１２年度までの５年間とします。 
ただし、法改正等の社会情勢の変化に的確に対応するため、必要に応じて見直しを

行うこととします。 
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（１） 人口・世帯 

令和３年から令和７年の本市の人口は、ゆるやかな減少傾向にあります。 
年齢３区分では、老年人口が増加傾向に、生産年齢人口と年少人口が減少傾向

となっています。特に年少人口の減少が大きくなっています。 
世帯数は緩やかに増加傾向となっています。 
 

 

資料：住民基本台帳（各年１月１日現在） 
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（２） 就業率 

国勢調査のデータから、本市男性の就業率を１０年前と比較すると、男性では、５５
～７４歳と８５歳以上の就業率が増加しており、高齢者就業の進展がみられます。 

 

資料：国勢調査 

 

女性の就業率では、２０１０年と比較すると、２０歳以上のすべて年代で就業率が
向上しています。M 字カーブの解消が進んでいることが伺えます。 

 

資料：国勢調査 
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1 第４次プランの施策体系 

第４次プランの施策体系を以下に示します。 
 
第４次プランの施策体系 

 基本目標 重点目標 

１ 
男女の人権が 
尊重されるまちづくり 

１－１ 
人権の尊重 

１－２ 
固定的性別役割分担意識の解消 

１－３ 
男女に対するあらゆる暴力の根絶 

２ 
男女が働きやすい 
まちづくり 

２－１ 
ジェンダー平等の実現 

２－２ 
多様な働き方の実現と女性の活躍の推進 
２－３ 
農業などの自営業者における男女共同参画
の推進 

３ 
男女が健康で 
安心して暮らせる 
まちづくり 

３－１ 
性に応じた心と身体の健康の推進 

３－２ 
すべての人が安心して暮らせる環境の整備 

３－３ 
結婚から子育てまでの継続した支援 

４ 
男女が地域で輝く 
まちづくり 

４－１ 
地域における男女共同参画の推進 

４－２ 
防災・減災対策への女性の参画 

５ 
男女共同参画 
推進体制の充実 

５－１ 
政策方針決定過程への女性参画の拡大 
５－２ 
男女共同参画推進条例・都市宣言の啓発・
推進 
５－３ 
多様な団体における男女共同参画の推進 

５－４ 
推進状況の検証 
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2 第４次プランの目標達成状況 

第４次プランの評価指標（ＫＰＩ）の目標達成状況は下表のとおりです。 
目標を達成した項目は１０項目、未達成の項目は１１項目でした。 
※実績値として令和６年と令和７年の数値を用いています。 

 

基

本 

目

標 

重点 

目標 
数値目標（ＫＰＩ） 単位 

基準値  目標値 実績値 
達成 

状況 
Ｒ元年 Ｒ７年 Ｒ６年 

１ 

１－１ 
人権擁護教室の参加

者数 
人 １９０ ２００ ２１１ 達成 

１－２ 

夫は外で働き、妻は家

庭を守るべきとの考

えに反対であると答

えた割合 

％ 
６６．８ 

（Ｒ２） 
７０．０ 

７３．２ 

（Ｒ７） 
達成 

男性の休日において

家事・育児に費やす平

均時間 

分 
６１ 

（Ｒ２） 
１００ 

１３９ 

（Ｒ７） 
達成 

１－３ 

配偶者暴力相談支援

センターという言葉を

知っていると答えた

人の割合 

％ 
４３．８ 

（Ｒ２） 
７０．０ 

２６．０ 

（Ｒ７） 
未達成 

２ 

２－２ 

保育所待機児童の数 人 
０ 

（Ｒ２） 

０ 

（Ｒ７） 
０ 達成 

参考指標 

病児保育事業実施施

設 

箇所 
１ 

（Ｒ２） 

３ 

（Ｒ７） 
３ 達成 

２－３ 
家族経営協定の申請

件数 
件 ６６ ６８ ８１ 達成 

３ 

３－１ 

参考指標 

特定健診男女別受診

率 （４０～７４歳） 

％ 
男性４７．４ 

女性５３．０ 

男女ともに 

６０．０ 

（Ｒ７） 

男性４４．９ 

女性５０．７ 
未達成 

３－２ 

参考指標 

地域づくり活動への

企画・ 運営としての

参加者の割合 

％ 
４．１  

（Ｒ２） 

５．１ 

（Ｒ５） 
２．２ 未達成 

参考指標 

自殺死亡率 

（住所地ベース） 

― １８．６５ 

前年の自殺死

亡率を継続し

て下回る 

２３．８ 未達成 
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基

本 

目

標 

重点 

目標 
数値目標（ＫＰＩ） 単位 

基準値  目標値 実績値 
達成 

状況 
Ｒ元年 Ｒ７年 Ｒ６年 

 ３－３ 

合計特殊出生率 ― 
１．３９ 

（Ｈ３０） 
１．６１ １．５６ 未達成 

参考指標 

「ふえふき子育て

広場」ダウンロード

数 

件 １，０５２ 
２，３００ 

（Ｒ７） 
1,790 未達成 

参考指標 

子育て世代定住支

援事業の申請件数 

件 １１０ 
１７０ 

（Ｒ７） 
１１８ 未達成 

参考指標 

放課後等デイサー

ビス利用者数 

人 １０１ 
１２９ 

（Ｒ５） 
２１９ 達成 

４ 

４－１ 

女性行政区長数 人 １ ２ ４ 達成 

参考指標 

市民活動・ボラン

ティアセンターの

登録団体数 

団体 ６３ ７１ ５８ 未達成 

参考指標 

市民講座参加者数 
人 ７３８ １，０００ １，２９２ 達成 

４－２ 女性消防団員数 人 １５ １５ １５ 達成 

５ 

５－１ 

市の管理職におけ

る女性の割合 
％ ２９．２ ３０．０ ２５．０ 未達成 

審議会等の女性登

用割合 
％ 

２６．８ 

（Ｒ２） 
３０．０ ２９．９ 未達成 

５－２ 

男女共同参画推進

条例を知っている

と答えた人の割合 

％ 
３８．１ 

（Ｒ２） 
５０．０ 

３９．７ 

（Ｒ７） 
未達成 
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3 課題の整理 

第４次プランの数値目標の達成状況及びアンケート調査結果等から導出される
課題について整理します。 
 

全体 
 

課題 男女共同参画社会の実現 
少子高齢化と人口減少が進む中で、性別にかかわらず個性と能力を発揮できる

環境づくりは、地域の多様性と生産性を高める上で極めて重要ですが、本市ではそ
の実現に向けた基盤が十分に整っているとは言えません。まず、男女共同参画に関
する条例や計画の存在・内容が市民に十分浸透しておらず、市民生活との結びつき
が弱いことが大きな課題となっています。 

この結果、男女共同参画が身近な問題として認識されにくく、地域全体での理解
や共感が広がっていない状況が続いています。 

また、固定的な性別役割分担意識が依然として根強く残っており、家庭、職場、地
域活動などさまざまな場面で性別による役割が無意識のうちに固定化されています。
こうした意識が男女それぞれの選択の幅を狭め、働き方の柔軟性や家庭生活の在り
方にも影響を及ぼしています。加えて、地域活動や社会参画の機会が限定的となっ
ている側面もあり、地域の意思決定や活動の担い手に偏りが生じている点も重要な
課題です。 

さらに、情報発信の手段が広報紙など限られた媒体となっており、市民の情報取
得行動の変化に対応しきれていないことから、条例や施策との接点が十分に確保さ
れていない点も課題です。学校・地域・企業など、生活の場面を横断した学びと実践
の連動が弱く、男女共同参画の理解が深まりにくい状況があると考えられます。また、
男性の育児・介護への参画を促す職場環境や評価制度が整っていないことも、意識
と行動のギャップを生む一因となっている可能性があります。 

このように、本市が抱える男女共同参画に関する課題は、①条例・計画の認知不
足、②固定的役割意識の残存、③参画機会の偏在、④情報発信・学びの不足、⑤働
き方をめぐる環境整備の遅れ、という複合的な要因が絡み合っており、地域全体で
の理解と行動が十分に広がっていないことが根本的な課題となっています。 
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基本目標１ 男女の人権が尊重されるまちづくり 
 

課題１ 固定的性別役割分担意識の解消 
アンケート調査によると、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」との考えに反対す

る市民の割合は、令和元年の６６．８％から７３．２％へと上昇しており、本市において
も固定的性別役割分担意識の改善傾向がみられます。しかし、その増加幅は６．４ポ
イントにとどまり、依然として約３割の市民が固定的役割観を肯定的に捉えている可
能性があります。 

固定的性別役割分担意識は、性別によって担うべき役割が決まっているかのよう
な価値観に基づくものであり、人としての能力や選択の自由を狭める要因となります。
家事・育児・介護といった家庭内の役割が女性に集中しやすくなる一方で、男性は
家計責任を過度に負い、柔軟な働き方や家庭参加が制限されるなど、男女双方に
不利益をもたらします。こうした意識が社会のさまざまな場面に影響することで、キャ
リア形成、家庭生活、地域参画における機会格差を生むことにつながり、男女共同参
画の理念に反する状況を維持させてしまいます。 

また、固定的性別役割分担意識は家庭内だけでなく、学校教育や地域社会、職場
文化にも影響を及ぼすため、世代を超えて再生産されやすい構造を持っています。 

このように、本市における固定的役割分担意識の課題は、①改善傾向はあるもの
の根強い意識が残っている可能性があること、②性別に基づく役割の固定が個人の
選択や能力発揮を阻害していること、③世代を超えて継承されやすい構造的課題で
あること、という複合的な側面を含んでいます。男女共同参画社会の実現を目指す
上で、意識面の改善が依然として重要な課題となっています。 
 

課題２ 男女に対するあらゆる暴力の根絶 
アンケート調査では「配偶者暴力相談支援センター」という言葉の認知が令和元

年の４３．８％から令和７年には２６．０％へと、大幅に低下しており、相談先が認知さ
れていない実態がうかがえます。窓口の呼称・連絡先が媒体ごとに統一されていな
いことが背景にあると考えられます。 

加えて、若年層に広がる交際相手からの「デートＤＶ」や、監視アプリ・位置情報共
有・画像拡散などデジタル手段を伴う支配的暴力も社会問題化してきています。この
ような新たな暴力に対する相談支援の体制整備も課題として捉えられます。 
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基本目標２ 男女が働きやすいまちづくり 
 

課題１ ジェンダー平等の実現 
近年、働き方改革の推進や多様な人材活躍が求められる中で、性別にかかわら

ず能力を発揮できる職場環境を整えることが重要となっています。しかし、本市のア
ンケート結果からは、職場における男女平等の実感が依然として十分に得られてい
ないことが示されています。 

職場で「男性が優遇されている」と回答した人は「非常に優遇されている」１４．
４％、「どちらかといえば男性が優遇されている」３３．９％の計４８．３％に達し、回答
者の約半数が男性優遇を感じています。一方で、「女性が優遇されている」と捉えた
人は計７．０％にとどまり、「男女平等になっている」と回答した人も２８．１％にとどまっ
ています。この結果は、男女平等がまだ十分に実現されていないという市民の認識を
示しています。 

背景には、評価や昇進、役割分担、働き方の柔軟性といった職場文化に、依然とし
て「見えない性別役割分担意識」が強く影響していることが挙げられます。従来から
の長時間勤務や時間的制約のない働き方が評価されやすい文化は、家事・育児・介
護を担いがちな女性に不利益となり、管理職や意思決定層に男性が多く残る構造を
固定化しています。 

加えて、女性はロールモデル不足や相談しづらさ、男性は育児休業や柔軟な働き
方を選択しにくい雰囲気など、性別によって異なる「制度には表れてこない隠れた制
約」が存在しており、こうした文化的・構造的な課題が複合的に男女平等の妨げとな
っています。 

これらの状況から、本市におけるジェンダー平等の課題は、①職場文化に根付い
た性別役割意識、②能力発揮の機会格差、③男女双方が働きづらさを抱える環境、
という複合的な問題として顕在化しており、働きやすい社会の実現に向けた重要な
課題となっています。 
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基本目標３ 男女が健康で安心して暮らせるまちづくり 
 

課題１ 生涯にわたる健康づくりの推進 
男女が生涯を通じて健康で安心して暮らすためには、性差やライフステージに応

じた健康支援が不可欠ですが、本市ではその基盤が十分に整っているとはいえない
状況がみられます。特に女性は、妊娠・出産、月経、更年期といった男性とは異なる健
康課題を抱えており、「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ 1（性と生殖に関する健康と
権利）」への理解と支援が求められます。 

さらに、特定健診の受診率は減少傾向にあります。令和元年の男性４７．４％・女性
５３．０％から、令和６年には男性４４．９％・女性５０．７％へと低下しており、疾病の早
期発見につながる健診行動が定着していない状況がみられます。受診率の低下は、
健康意識や生活習慣、仕事や家庭との両立、情報提供の不足など複合的な要因が
背景にあると考えられます。 

また、本市の自殺死亡率は深刻な状況にあります。令和元年の１８．６５から令和６
年には２３．８と約１．３倍に増加しており、「前年を下回る」という市の目標が達成で
きていません。自殺は個人の問題だけでなく、経済状況、家庭環境、孤立、健康問題、
学校・職場のストレスなど社会的・環境的要因が重なって生じるものであり、市民へ
の総合的なサポート体制の構築が課題と考えられます。 

これらの状況から、本市における生涯の健康づくりには、①性差やライフステージ
を踏まえた健康理解の不足、②健診受診率の低下、③自殺死亡率の上昇といった、
複合的で深刻な課題が存在しています。 
 
 

基本目標４ 男女が地域で輝くまちづくり 
 

課題１ 地域における男女共同参画の推進 
地域活動や自治会運営は住民自治の根幹を支える重要な取り組みですが、本市

では女性が十分に参画・活躍できていない現状が見受けられます。アンケート結果
では、地域の役員に男性が多い理由として「女性が役員を引き受けることに消極的
なため」が３７．５％、「役員は男性がやるべきという考えがあるため」が２７．２％を占
めており、地域社会に依然として性別に基づく固定的役割分担意識が根強く残って
いることがうかがえます。 

女性が地域で役割を担いたいと思っても、周囲に相談できる経験者が少ない、役
職が男性中心に引き継がれていく慣行が続いている、家事・育児などの負担により
時間的余裕が確保しづらいなど、複数の要因が参画を阻害していると考えられます。
また、役員や担い手が固定化されることで、女性が地域の意思決定に関わる機会が
限られ、多様な視点が地域運営に十分反映されていない可能性も指摘されます。地
域課題は、子育て支援、防災、高齢者福祉など複雑化しており、女性を含む多様な住

 
1 子どもを持つか持たないか、いつ・何人持つかを自分自身で決める権利と、そのための健康が守られることです。 
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民の声が不可欠であるにもかかわらず、その基盤である参画機会が十分に確保さ
れていない点は大きな課題といえます。 

さらに、性別役割分担意識は地域の慣行や文化と深く結びつき、制度改善だけで
は変わりにくい構造的な問題として長年残存してきた背景があります。このような状
況が続くことで、地域の人材活用が限定され、結果として担い手不足にもつながりか
ねません。 

以上のことから、本市の地域活動における課題は、①性別に基づく固定観念、②
女性が参画しづらい環境・慣行、③意思決定への女性参画不足、④地域の多様性
欠如による課題解決力の低下、といった複合的な側面を有しており、地域における男
女共同参画の推進が喫緊の課題となっています。 
 

課題２ 防災・減災対策への女性の参画 
災害時に住民が安全に避難し、安心して生活できる環境を整えることは自治体の

最重要課題の一つですが、本市では防災対策における性別配慮が十分ではないと
いう認識が広く存在しています。アンケート調査では、防災対策や避難所運営におい
て「性別などに配慮した対応が必要」との回答が、「必要」６５．５％、「どちらかといえ
ば必要」２４．２％、計８９．７％と圧倒的多数にのぼっており、性別への配慮が現状で
は不足しているとの市民の強い問題意識が示されていると考えられます。 

背景には、過去の災害で指摘されてきた避難所環境の課題があります。具体的に
は、着替えや授乳のためのプライバシー確保、生理用品の不足、夜間の安全確保、
防犯面での不安など、女性特有のニーズが十分反映されていない状況があります。
また、子ども、高齢者、障がいがある人、外国ルーツの住民、性的マイノリティなど「災
害弱者」とされる多様な立場の人々への対応も不十分であり、避難生活での安心が
十分に確保されていない実態が浮き彫りになっています。 

国のガイドラインでは、避難所ゾーニングや女性相談窓口の設置、乳幼児用品・
生理用品の備蓄、意思決定の場への女性参画などの重要性が示されています。 

今回の調査結果が示す「性別配慮が必要」という多くの声は、本市の防災体制が
市民に充分に周知されていないことの表れとも捉えられます。多様な住民が災害時
にも安心して暮らせる環境が整っていることを市民に分かりやすく伝えていくことが
課題です。  
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基本目標５ 男女共同参画推進体制の充実 
 

課題１ 男女共同参画条例と宣言の普及と推進 
男女共同参画社会の実現は、市民が性別にかかわらず能力を発揮し、安心して

暮らせる地域づくりの基盤ですが、本市ではその理念や施策が十分に浸透している
とは言い切れない状況が続いています。 

アンケート調査では、「男女共同参画推進条例を知っている」と回答した市民は令
和２年の３８．１％から令和７年に３９．７％へと、わずか１．６ポイントの増加にとどまり、
目標の５０．０％には届いていません。条例制定から時間が経過しているにもかかわ
らず認知度が伸び悩んでいることは、市民の理解が深まっていないことを示しており、
条例や計画が生活の中で身近に感じられていないという課題があります。 

背景には、男女共同参画施策が「特定の人に向けたもの」と誤解され、家庭や職
場、地域活動など日常生活に関わる課題として捉えられていないことが考えられます。 

さらに、ジェンダーをめぐる社会問題は多様化・複雑化しており、セクシュアル・ハラ
スメント、ＤＶ、多様な性の理解など、行政として対応すべき領域が年々広がっていま
す。しかし、こうした課題に体系的に対応する推進体制が十分整っているとはいいが
たく、行政内部の連携や男女共同参画推進委員会との協働、市民・企業・地域団体
との連携も一層の強化が求められます。 

これらの状況から、本市では「条例が知られていない」「理念が共有されていない」
「生活課題として認識されていない」「推進体制が十分でない」という複合的な課題
が生じており、男女共同参画を市全体の重点課題として位置づけ直す必要性が示さ
れています。 
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全体 男女共同参画社会の実現 
男女共同参画社会の実現に向けては、市民の理解促進と行動変容を同時に進め

る体系的な施策が必要です。まず、「わかる」を広げるために、条例や計画の狙いを
平易な言葉と具体事例で示すなど、学校・地域・企業を横断した多層的な啓発を展
開します。 

次に、「やってみる」を増やすため、男性の育休取得促進や家事・育児のシェア実
践、地域活動への参画プログラムを実施し、成功事例をモデル化して広めていきます。 

さらに、「続けられる仕組み」を構築するため、企業・団体との協働により、働き方
や評価制度、相談体制の整備を進めます。 

これらの取り組みを指標に基づき毎年度検証し、ＰＤＣＡ2により継続的に改善する
ことで、市民が日常の中で変化を実感できる持続的な推進体制を確立することがで
きます。 
 

基本目標１ 男女の人権が尊重されるまちづくり 
固定的な性別役割分担意識は依然として地域に根強く残っており、個人の選択を

制約する要因となっています。また、男女に対する暴力やデジタル手段を伴う支配的
行為、若年層のデートＤＶ、外国ルーツ住民や性的マイノリティなど、多様な層で相談
先が分かりにくい状況も生じています。これらの背景には、条例や支援制度に関する
情報が十分に届いていないこと、媒体ごとで表現が統一されていないこと、広報が
市民の行動様式の変化に追いついていないことがあると考えられます。 

そのため、年齢層や生活状況に応じた分かりやすい情報発信を進めるとともに、
学校・地域・企業が連携した啓発を強化し、相談体制を明確化してアクセスしやすく
することが重要です。これにより、誰もが安心して学び・相談し・行動できる環境づくり
を進めていきます。 
 

基本目標２ 男女が働きやすいまちづくり 
働き方改革の進展や多様な人材活躍が求められる中で、性別にかかわらず誰も

が能力を発揮できる地域社会を実現するため、行政として事業者に対して積極的な
働きかけと支援を行います。 

まず、長時間勤務を前提とした働き方や、評価・昇進における無意識の性別役割
意識、男性の育児休業取得の難しさなど、企業内に残るジェンダー不平等につなが
る慣行の見直しを促進します。そのため、事業者が性別に依らない公正な評価制度
の確立や、男女双方のワーク・ライフ・バランスに配慮した働き方へ転換できるよう、
情報提供などを通して支援します。また、女性管理職や専門職の育成・登用を後押し
するための支援も実施していきます。 

 
2 計画（Plan）、実施（Do）、評価（Check）、改善（Act）の４段階を継続的に繰り返すことで、事務事業や施策の

質を不断に改善していく管理手法のことです。 
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併せて、男性の育児休業取得や育児期の柔軟な働き方を推進するため、制度の
理解促進および職場風土づくりに向けた企業への助言や周知啓発を行います。 

さらに、テレワーク、短時間勤務、フレックスタイム制度など、多様で柔軟な働き方
の導入を企業が進められるよう、制度面・運用面の好事例の紹介、補助制度等の情
報提供を行い、地域全体で働きやすい職場環境の形成を支援します。 

これらの取り組みを通じて、地域の事業者が性別にかかわらず多様な人材が活
躍できる職場づくりを主体的に進められるよう後押しし、誰もが安心して能力を発揮
できる社会の実現をめざします。 
 

基本目標３ 男女が健康で安心して暮らせるまちづくり 
男女が生涯を通じて健康で安心して暮らせる地域社会を実現するため、行政とし

て、性差やライフステージに応じた健康支援を総合的に推進します。特に、女性が抱
える妊娠・出産、月経、更年期といった特有の健康課題に対応するため、相談体制の
整備や医療機関との連携強化、リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する正確な情
報提供と啓発を進め、女性が自らの健康について適切に判断し、必要な支援につな
がれる環境づくりを行います。 

また、特定健診の受診率が減少している現状を踏まえ、疾病の早期発見に向けた
受診促進を図るため、受診勧奨の強化、年代別・性別の健康課題に応じた広報の工
夫、地域や職場と連携した受診機会の確保など、多様なアプローチにより健康管理
の意識を高めていきます。 

加えて、自殺死亡率の増加という深刻な課題に対応するため、地域全体で支え合
う仕組みづくりに取り組みます。行政窓口・医療・福祉機関等との連携を強化し、相
談しやすい体制の充実、孤立防止につながる居場所づくり、学校や職場におけるメン
タルヘルス教育の推進など、多層的な支援策を展開します。また、ゲートキーパー3の
養成や理解促進を進め、早期発見・早期対応が可能な地域づくりをめざします。 

これらの取り組みを総合的に進めることで、すべての住民が性別や年齢に応じた
適切な支援を受けながら、健康で安心して暮らし続けることができる地域社会の実
現を図ります。 
 

基本目標４ 男女が地域で輝くまちづくり 
地域活動が住民自治を支える重要な基盤であることを踏まえ、行政として、男女

が参画しやすい地域環境づくりを促進します。女性が地域の役員を担いにくい背景
として指摘される、性別役割分担意識や家事・育児負担の偏りなどに対応するため、
自治会や地域団体に向けて意識啓発を行い、役員選出の在り方や活動の負担軽減
に関する見直しを支援します。また、女性をはじめ多様な住民が意思決定の場に参
画できるよう、事例紹介や相談支援を通じて地域の体制づくりを後押しします。 

防災・減災分野においては、避難所でのプライバシー確保、女性特有のニーズへ
の対応、防犯対策など、多様な住民が感じる不安に対応するため、地域防災計画や

 
3 悩みを抱えている人、心理的に追い詰められている人の変化に気づき、声をかけ、話を聴き、必要な支援（専門機

関など）につなげ、見守る役割を担う人のことです。 
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避難所運営マニュアルへの男女双方の視点の反映を促進します。具体的には、避難
所でのゾーニング・更衣スペースの確保・生理用品の備蓄等の配慮事項の周知、自
治会や自主防災組織への研修を実施し、地域の防災力向上を支援します。 

さらに、地域の担い手不足が進む中で、男女問わず誰もが無理なく活動に参加で
きる仕組みを整えるため、活動日程や役割の柔軟化、育児中の世帯にも参加しやす
い仕組みづくりなどの取り組みを推進します。 

これらの取り組みを通じて、地域活動や防災・減災の場に多様な視点が反映され、
男女が等しく参加・活躍できる地域社会の形成をめざします。 
 

基本目標５ 男女共同参画推進体制の充実 
男女共同参画社会の実現に向け、行政として市民の理解促進と参画の基盤づく

りを強化します。まず、男女共同参画条例や関連施策の意義を市民に分かりやすく
伝えるため、ＳＮＳなど多様な媒体を活用した情報発信を推進し、行動様式の変化に
適した広報手法を展開します。 

併せて、「男女共同参画は特定の人だけの課題ではなく、すべての市民に関わる
テーマである」ことを示すため、生活に身近な具体例を取り入れた啓発を進め、市民
の共感と理解を広げます。 

さらに、ジェンダー課題が多様化する中で、行政内部の連携体制を強化し、関係
各課が横断的に取り組める仕組みを整えます。推進委員会との協働を深めるととも
に、地域団体や企業との連携を進め、地域全体で課題を共有しながら施策を展開で
きる協働体制を構築します。また、次世代の担い手となる若年層への教育・啓発を重
視し、学校等への啓発事業を実施します。 

市民が主体的に男女共同参画の推進に関われるよう、市民参画の場づくり、意見
反映の仕組みの整備、ワークショップや講座の開催等を通じて、市民が自ら課題を
認識し行動につなげられる環境を整備します。これらの取り組みにより、市全体で男
女共同参画を推進する基盤を強化し、市民・地域・企業・行政が一体となって理念を
共有し実現に向けて取り組む体制の構築をめざします。 
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第５次プランの施策体系 
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基本目標１ 男女の人権が尊重されるまちづくり 

重点目標１－１ 人権の尊重 

笛吹市男女共同参画推進条例第３条は、個人としての尊厳が重んぜられること、
性別による差別的取扱いを受けないこと、個人の能力発揮の機会が確保されること、
その他人権が尊重されることを基本理念として定めています。この理念の実現に向
け、誰もが個性と能力をいかして「自分らしく」生きられるよう、一人ひとりが固定的
な性別役割観を見直し、ジェンダー（社会的性別）の視点を踏まえて社会の様々な
仕組みや慣行を点検・改善していきます。併せて、ＳＯＧＩ4（性的指向・性自認）を含
む心と身体の多様性に関する正確な情報提供と学習機会を広げ、差別や偏見のな
い社会の醸成を進めます。さらに、年代や生活状況によって受け止め方や課題が異
なることを踏まえ、学校・地域・職場・オンライン等で効果的な普及啓発手法を工夫し、
継続的な取り組みを推進します。 

 
▶施策の方向性 

１ 人権教育・啓発の推進 
２ ジェンダーに基づく慣習の見直し 
３ 一人ひとりが自立した個人として自分らしく生きるための取り組みの推進 
 

具体的事業 部局 

①人権意識を高める学習の充実 

●年２校を対象に「人権教室」の開催 
●人権の花の贈呈 
●人権メッセージカードと花の種をつけた風船を

空に飛ばすバルーンリリースの実施 

市民生活部 
市民活動支援課 

②中学生向け「命の授業」開催 

●母子保健事業の一環として市内中学校全５校
を対象に教育委員会・市内中学校と連携して
実施 

子供すこやか部 
子育て支援課 

 
教育委員会 
学校教育課 

③ジェンダーに基づく慣習見直しの啓発 

●男女共同参画推進委員会と協働し、広報や学
校での講話を通しての啓発 

市民生活部 
市民活動支援課 

 

 

 
4 性的指向（Sexual Orientation）と性自認（Gender Identity）の頭文字を組み合わせた言葉です。「どのよう

な性を好きになるか（性的指向）」と「自分の性をどう認識しているか（性自認）」を指します。特定の誰かを指す言

葉ではなく、すべての人が持っている属性であり、互いの多様性を認め合うための概念として用いられます。 



 

 
23 

男女共同参画推進委員会の活動の方向性 

●市と協働し、人権尊重に関する普及啓発活動を行います 

 

市民ができる実践例 

●学習会などに積極的に参加しましょう 
●人権について積極的に学習しましょう 

数値目標（ＫＰＩ） 

 単位 基準値 
（Ｒ６） 

目標値 

（Ｒ１２） 
部局 

人権擁護教室の開
催数 

回 ２ ３ 市民生活部 
市民活動支援課 

 

 

重点目標１－２ 固定的性別役割分担意識の解消 

男女共同参画は男性にとっても暮らしやすさや生きやすさの向上につながる重要
な取り組みであり、男女が共に進めていくものです。職場・企業にとどまらず、家庭や
学校、地域など生活のあらゆる場に視点を広げ、アンコンシャス・バイアス 5（無意識
の偏見）によって一方の性に不利が生じないよう配慮しつつ、幼少期から大人までを
対象とした分かりやすい広報・啓発と学びの機会を計画的に展開します。 

また、「女はこうあるべき・男はこうあるべき」といった固定的性別役割分担意識の
受け止め方が年代や立場によって異なることを踏まえ、対象や場面に応じた手法
（学校教育・地域学習・職場研修・オンライン発信等）を組み合わせ、効果的かつ継
続的な取り組みを推進します。 

 
▶施策の方向性 

１ 固定的性別役割分担意識の解消を促す取り組みの推進 
２ 男女共同参画を推進する教育・学習の充実 

 

具体的事業 部局 

①第５次プラン概要版作成及び配布による普

及啓発 

●概要版の全戸への配布、関係機関等への配布
を行い周知 

市民生活部 
市民活動支援課 

 

  

 
5 過去の経験や周囲の環境、教育などから、無意識のうちに身についた「偏った見方」や「思い込み」のことです。 
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②男女共同参画を推進する教育・学習 

●男女共同参画推進委員会と協働によるフォー
ラムの開催 

●男性を交えた料理教室開催 
●民間企業との対話実施、学習会の開催 

市民生活部 
市民活動支援課 

 

男女共同参画推進委員会の活動の方向性 

●家族の料理教室等を開催し、家事・育児・介護などにおける男女
共同参画に関する男性の理解を促進します 

 

市民ができる実践例 

●家事・育児・介護などの役割を固定せず、協力しながら共に行う
ことを意識しましょう 

●家事の分担などについて、夫婦や家族で話し合う機会を意識し
て設けましょう 

●学習会などに積極的に参加しましょう 

数値目標（ＫＰＩ） 

 単位 基準値 
（Ｒ７） 

目標値 

（Ｒ１２） 
部局 

夫は外で働き、妻
は家庭を守るべき
との考えに反対で
あると答えた割合 

％ ７３．２ ７５．０ 市民生活部 
市民活動支援課 

男性の休日におい
て家事・育児に費
やす平均時間 

分 １３９ １８５ 市民生活部 
市民活動支援課 

男性職員の育児休
暇取得率 

％ － １００ 総務部 
総務課 
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重点目標１－３ 男女に対するあらゆる暴力の根絶 

【配偶者暴力防止基本計画】 

性犯罪・性暴力、セクシュアル・ハラスメント等、親密な関係を含むあらゆる暴力は
重大な人権侵害であり、決して許されません。配偶者や恋人・パートナーなど親密な
関係にある（またはあった）相手からの暴力（ＤＶ）は、身体的暴力に限らず、精神
的・経済的・性的な加害も含まれます。被害者の中には、自らがＤＶ被害を受けている
認識に至っていない場合もあるため、ＤＶとは何かを正しく知るための普及啓発と相
談先の周知を継続して行っていきます。 

ＤＶは男女・年齢を問わず、誰もが被害者にも加害者にもなり得ます。ＳＮＳ等のオ
ンライン環境では、交際相手からの暴力（デートＤＶ）や、私事性的画像の拡散など
の“ネット上の性暴力”が問題化しており、こうした被害の防止に関する法制度（リベ
ンジポルノ防止法）も整備されています。 

私たちは、被害からの回復支援の充実に加え、学校・地域・職場・オンラインを含む
あらゆる場での予防啓発を進め、「暴力を容認しない」社会規範の醸成と暴力の根
絶をめざします。 

 
▶施策の方向性 

１ 各種相談窓口の情報の発信 
 

具体的事業 部局 

①県配偶者暴力相談支援センターとの連携 

●県の配偶者暴力支援センターと連携を取りな
がら対応 

市民生活部 
市民活動支援課 

②県配偶者暴力相談支援センターの普及啓発 

●相談支援センターの情報を市ホームページや
窓口、公共施設等で周知 

市民生活部 
市民活動支援課 

③総合相談 

●弁護士、司法書士による無料相談会の開設し、
市民が普段の生活の中で抱える様々な問題に
対して相談できる環境を整備 

市民生活部 
市民活動支援課 

④人権擁護相談（年２回）、行政相談（月１回） 

●人権擁護委員が年２回（６月、１２月）特設人
権相談所を開設し、いじめや、差別をはじめと
する人権侵犯事件の被害者救済を図る 

●行政相談委員による相談会。国の行政などの
苦情や意見・要望や相談などを受け付け、助言
や関係機関に対する改善の申し入れなどを行
う 

市民生活部 
市民活動支援課 
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男女共同参画推進委員会の活動の方向性 

●市と協働し、人権尊重に関する普及啓発活動を行います 
●市と協働し、あらゆる暴力の根絶に関する普及啓発活動を行い

ます 

 

市民ができる実践例 

●ＤＶは人権侵害であるという認識を持ちましょう 
●学習会などに積極的に参加しましょう 
●家庭内暴力（児童虐待を含む）の根絶に努めましょう 

数値目標（ＫＰＩ） 

   単位 基準値 
（Ｒ７） 

目標値 

（Ｒ１２） 
部局 

配偶者暴力相談支
援センターという言
葉を知っていると答
えた人の割合 

％ ２６．０ ７０．０ 市民生活部 
市民活動支援課 
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基本目標２ 男女が働きやすいまちづくり 

重点目標２－１ 働く場におけるジェンダー平等の実現 

本市の女性の年齢階級別労働力率は、出産・育児期に低下するいわゆる「Ｍ字」
傾向はあるものの、全国的には近年、その底が浅くなる、あるいは解消に向かう動き
が見られます。一方、「正規雇用」に着目すると、若年層では高いものの、年齢ととも
に低下するいわゆる「Ｌ字」傾向が指摘されており、就業継続やキャリア形成の面で
課題が残されています。非正規雇用については、直近の統計においても女性の比率
が男性より高い状況が続いており、本市においても同様の傾向が見られます。こうし
た雇用形態の違いは、賃金水準や昇進機会、将来的な生活の安定に影響を及ぼす
ことから、実態を踏まえた対応が求められています。 

また、「主たる稼ぎ手は男性」といった固定的な性別役割分担意識や、無意識の
偏見（アンコンシャス・バイアス）は、働き方や人材活用の選択肢を狭める要因となっ
ています。職場をはじめ、家庭や地域社会において、誰もが性別にかかわらず能力を
発揮できる環境づくりを進めることが重要です。 
 

▶施策の方向性 
１ 働く場におけるジェンダー平等の推進 
２ 男女の賃金格差是正に向けた啓発の推進 

 

具体的事業 部局 

①ジェンダー平等の実現 

●男女共同参画推進委員等による講話や広報・
啓発活動を通じて、性別にとらわれない職業選
択や働き方に関する理解促進を図る 

市民生活部 
市民活動支援課 

②男女の賃金格差是正の推進 

●雇用形態や職種による男女の賃金格差につい
て実態把握を行い、その結果を踏まえ、事業者
への情報提供や意識啓発を実施 

産業観光部 
観光商工課 

 

男女共同参画推進委員会の活動の方向性 

●市と協働し、ジェンダー平等に関する普及啓発活動を行います 

 

市民ができる実践例 

●学習会などに積極的に参加しましょう 
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重点目標２－２ 多様な働き方の実現と女性の活躍の推進 

【女性活躍推進計画】 

日本は世界有数の長寿社会にあり、働き方やキャリア形成を巡る環境は、従来の
新卒一括採用・終身雇用・年功型賃金を前提とした雇用慣行の見直しを含め、変化
が進んでいます。こうした流れを踏まえ、誰もが意思に基づき個性と能力を発揮でき
るよう、職場・家庭・地域のあらゆる場面で活躍を支える取り組みを進めます。 

両立支援では、育児・介護と仕事を両立できる環境整備を推進します。育児休業
制度は改正により、出生直後に柔軟に取得できる「産後パパ育休」の創設・運用や、
２０２５年４月からの段階的な制度見直し等が行われており、男性の育休取得状況の
公表義務も対象企業が拡大されます。制度の周知にとどまらず、希望者が利用しや
すい職場風土の醸成（上司・同僚の理解、業務設計の見直し、情報共有のルールづ
くり等）を重視します。 

また、性別を理由とする差別的取扱い、セクシュアル・ハラスメントに加え、妊娠・出
産等に関連するマタニティ・ハラスメント、育児取得希望者へのパタニティ・ハラスメ
ントなど、各種ハラスメントの防止は、誰もが働きやすい環境づくりの前提となります。
法改正により、事業主にはハラスメント防止措置（方針明確化・相談体制整備・再発
防止等）が義務付けられており、引き続き実効的な取り組みを推進します。 

上記の方針に基づき、両立支援制度の活用促進、職場風土の改善、人事制度や
業務運用の見直しを一体的に進め、ジェンダー平等と誰もが活躍できる社会の実現
をめざします。 

 
▶施策の方向性 

１ 職場における男女共同参画についての企業の理解の推進 
２ 多様なライフスタイルに合わせた働き方のための支援 
３ 各種相談窓口の情報の発信（再掲） 

 

具体的事業 部局 

①「えるぼし」認定の周知啓発 

●県と協力し周知啓発を行い、認定企業の増加
を図る 

市民生活部 
市民活動支援課 

②病児保育事業 

●病気により集団保育等が困難な児童を病院等
の専用スペースで一時的に保育する事業に要
する経費の一部を補助 

●保育所等に通所している児童が保育中に体調
不良となった際に、緊急的及び保健的な対応
を行う事業に要する経費の一部を補助 

子供すこやか部 
保育課 
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③放課後児童健全育成事業（学童保育） 

●就労等により昼間保護者がいない児童に対
し、適切な遊びや生活の場を提供し、児童の健
全な育成を図る 

子供すこやか部 
子育て支援課 

④総合相談 

●弁護士、司法書士による無料相談会の開設し、
市民が普段の生活の中で抱える様々な問題に
対して相談できる環境を整備 

市民生活部 
市民活動支援課 

⑤人権擁護相談（年２回）、行政相談（月１回） 

●人権擁護委員が年２回（６月、１２月）特設人
権相談所を開設し、いじめや、差別をはじめと
する人権侵犯事件の被害者救済を図る 

●行政相談委員による相談会。国の行政などの
苦情や意見・要望や相談などを受け付け、助言
や関係機関に対する改善の申し入れなどを行
う 

市民生活部 
市民活動支援課 

 

男女共同参画推進委員会の活動の方向性 

●育児休業制度・介護休業制度の充実、企業の理解を推進します 
●ワーク・ライフ・バランスの普及を行います 
●多様な団体等との連携交流によって意識の啓発を図ります 

 

事業者が行うこと 

●従業員一人ひとりが働き続けることができるよう、家事・育児・介
護等と両立できる環境整備を進めましょう 

●多様な視点に配慮できるよう、方針決定過程への女性の参画を
進めましょう 

●交流会や研修会に積極的に参加しましょう 

 

市民ができる実践例 

●育児・介護休業制度に対する理解を深めましょう 
●長時間労働の削減等ワーク・ライフ・バランスに努めましょう（適

切に多様な制度を活用しましょう） 
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数値目標（ＫＰＩ） 

 単位 基準値 
（Ｒ６） 

目標値 

（Ｒ１２） 
部局 

保育所待機児童 
の数 

人 ０ ０ 子供すこやか部 
保育課 

参考指標 

 単位 基準値 
（Ｒ６） 

目標値 

（Ｒ１２） 
部局 

病児保育事業 
実施施設 

箇所 ３ ４ 子供すこやか部 
保育課 

 

 

重点目標２－３ 農業などの自営業者における男女共同参画の推進 

本市は、「日本一桃源郷」宣言などに象徴されるように、果樹を核に、農業や宿
泊・飲食等の観光関連産業が盛んな地域です。 

一方で、農業従事者の高齢化や担い手減少が進み、農家数の減少など構造的課
題への対応が急務となっています。 

こうした中、農産物の生産・加工・販売を一体で進める「６次産業化」に女性の視
点・参画を取り入れることは、商品企画や販路開拓等の多様な価値創出につながり、
経営の活力強化に資するとされています。 

併せて、家族農業経営等における経営方針・役割分担・就業環境等を家族で合
意する「家族経営協定」の普及・活用を進め、家族全員が参画しやすい体制づくりを
後押しするとともに、「家族経営協定」の考え方を参考に、農業以外の家族経営にお
いても、家族全員が対等に参画しやすい事業運営の促進を図ります。 

これらの取り組みを通じて、女性の活躍を含む多様な主体の参画を促し、農業の
持続可能性と観光との相乗効果による地域の一層の活性化をめざします。 
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▶施策の方向性 
１ 農業経営者における家族経営協定締結の推進 
２ 自営業者における男女共同参画の推進 

 

具体的事業 部局 

①家族経営協定に関する広報等による周知、

相談 

●家族間で責任のある経営への参画を通じて、
近代的な農業経営を確立するとともに健康で
明るい家庭の建設を目的に、農業経営に関す
る家族経営協定の締結に向けた支援の実施 

産業観光部 
農林振興課 

②自営業者における男女共同参画の推進 

●推進委員会と連携し、農業以外の家族経営の
自営業者を対象に、事業運営、家事、育児、介
護等の役割分担の見直しなど、男女共同参画
を促進するための啓発の実施 

市民生活部 
市民活動支援課 

 

事業者が行うこと 

●「家族経営協定」についての理解を深め、活用を検討しましょう 
●家族経営における経営方針や役割分担について定期的に話し

合いを持ちましょう 

 

男女共同参画推進委員会の活動の方向性 

●家族経営協定について市と協働して普及啓発を行います 

数値目標（ＫＰＩ） 

 単位 基準値 
（Ｒ６） 

目標値 

（Ｒ１２） 
部局 

家族経営協定の 
申請件数 

件 ８１ １００ 産業観光部 
農林振興課 
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基本目標３ 男女が健康で安心して暮らせるまちづくり 

重点目標３－１ 生涯にわたる健康づくりの推進 

男女が互いの身体的・生理的な違いを理解し、尊重しながら生活していくことは、
男女共同参画の前提です。生涯を通じた健康については、妊娠・出産や月経、更年
期などライフステージごとに特性が異なることを踏まえ、性差に応じた支援と「リプロ
ダクティブ・ヘルス／ライツ 6（性と生殖に関する健康と権利）」の理解を広げます。 

そのため、性差を考慮した健診・保健・相談体制の充実を図り、思春期から高年期
まで切れ目のない支援（思春期の心身の課題、産前産後の健康、更年期の心身の
課題等）を推進します。 

心の健康面では、思春期のメンタルヘルス支援（早期相談・学校や医療との連携）
や、更年期に関連する不調への配慮を進めます。性感染症予防では、正確な知識の
普及、検査・受診につながる環境整備、ワクチンで防げる感染症に関する情報提供
を行います。さらに、性的指向・ジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を
深め、差別や偏見の解消に取り組みます。 
 

▶施策の方向性 
１ 女性の特性に応じた健康への支援 
２ ライフステージに応じた心と身体の健康への取り組みの充実 
 

具体的事業 部局 

①各種検診を受ける機会の提供 

●特定健診・健康診査・がん検診・骨粗しょう症検
診等の実施 

保健福祉部 
健康づくり課 

②こころの健康相談 

●精神科医師、公認心理師による心の悩みや不安
などの相談・カウンセリングの実施 

保健福祉部 
健康づくり課 

③エジンバラ産後うつ病質問票（EPDS）7の実

施 

●産後うつ病のスクリーングとして、産後２週間健
診、産後１か月健診、乳児訪問時に実施 

●高リスクの方には必要な支援の実施 

子供すこやか部 
子育て支援課 

 

 
6 性や子どもを産むことに関わるすべてにおいて、身体的・精神的・社会的に良好な状態にあり（ヘルス）、子どもを

産むか産まないか、いつ・何人産むかなどを自分自身で決められる権利（ライツ）のことです。 
7 産後のお母さんの心の健康状態を確認するための、世界的に広く普及している自己記入式の質問票です。10

項目の簡単な質問からなり、点数化することで、産後うつ病の早期発見や、専門的な支援が必要な状態かどうかを

判断する目安として活用されます。 
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④プレコンセプションケア 8の周知、相談、講座の

開催 

●若い男女が将来のライフプランを考えて、日々の
生活や健康と向き合い、より豊かで幸せな人生
につながるよう周知、相談の場を設けるととも
に、講座を開催 

子供すこやか部 
子育て支援課 

 

男女共同参画推進委員会の活動の方向性 

●互いの性を理解するための学習会、ＬＧＢＴＱ9などについて市と
協働し学習の場を提供します 

 

市民ができる実践例 

●人生１００年時代に向けて健康づくりに努めましょう（適切に多様
な制度を活用しましょう） 

参考指標 

 単位 基準値 
（Ｒ６） 

目標値 

（Ｒ１２） 
部局 

特定健診 
男女別受診率 
（４０～７４歳） 

％ 男性４４．９ 
女性５０．７ ６０．０ 保健福祉部 

健康づくり課 

 
 

重点目標３－２ すべての人が安心して暮らせる環境の整備   

非正規雇用労働者やひとり親、生活上の困難を抱える方に対しては、就労支援・
居住支援・家計改善支援などを組み合わせる「生活困窮者自立支援制度」を軸に、
早期から切れ目なく支援し、貧困の予防と世代間連鎖の断絶をめざします。 

制度改正により、関係機関の連携強化や支援対象の拡充が進められている点も
踏まえ、実効性を高めます。ひとり親家庭には、児童扶養手当等の活用と併せ、学び
直しや就労定着の支援につなげます。 

高齢化の進行に伴い、高齢者の夫婦世帯・単身世帯が増える中、介護が必要に
なっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるよう、「地域包括ケアシステム」
を推進します。医療・介護・予防・生活支援・住まいの一体的な体制整備と地域の実
情に応じた取り組みを計画的に推進します。 

さらに、障害のある人、外国籍の方、子どもを含むすべての人が安心して暮らし、社

 
8 将来の妊娠を考えるかどうかにかかわらず、男女が自分たちの健康に向き合い、日々の生活や健康状態をより良

い状態に整えていくことです。 
9 レズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同性愛者）、バイセクシュアル（両性愛者）、トランスジェンダー（出生時

の性別と自認する性が異なる人）の頭文字に、クィアやクエスチョニング（自身の性を定義しない、または模索中の

人など）の「Q」を加えた言葉で、性的マイノリティ（少数者）を表す総称の一つとして使われます。 
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会参加できる環境を整備します。障害者差別解消法の改正により、事業者による「合
理的配慮」の提供が義務化された趣旨も踏まえ、地域・事業所での受け入れ体制と
相談支援を強化します。また、外国人住民との共生に向けた政府のロードマップや、
「地域共生社会」の考え方に沿い、制度や分野の縦割りを越えて、支え合いと参加の
仕組みを広げます。 
 

▶施策の方向性 
１ 生活困窮世帯（ひとり親家庭等）への経済的自立に向けた支援の充実 
２ 生活の自立支援が必要な高齢者に対する各種支援及び充実 
３ 障がい者の自立に対する各種支援及び充実 

 

具体的事業 部局 

①障害福祉事業 

●障がい福祉計画・障がい児福祉計画に基づい
た障がい福祉サービスの提供 

保健福祉部 
障害福祉課 

②介護サービス給付事業 

●通所介護事業、訪問介護事業、居宅介護支援
事業を展開し、要介護者の在宅生活の支援、利
用者ニーズに合わせたサービス提供の実施 

保健福祉部 
介護保険課 

③生活困窮者自立支援事業 

●生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対し、
自立支援事業による生活支援、就労支援等の
実施 

保健福祉部 
生活援護課 

④高等職業訓練促進給付金 

●ひとり親に対し、看護師や保育士等の資格取得
支援 

子供すこやか部 
子育て支援課 

⑤自殺対策事業 

●笛吹市自殺対策計画に基づき、市民や関係機
関・団体等と連携した自殺対策の推進 

保健福祉部 
健康づくり課 
障害福祉課 

 

市民ができる実践例 

●高齢者・子ども・障がい者などが地域で安心して暮らせるよう地
域のコミュニティを大切にしましょう 
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参考指標 

 単位 基準値 
（Ｒ６） 

目標値 

（Ｒ１２） 
部局 

地域づくり活動へ
の企画・運営として
の参加者の割合 

％ ２．２ ３．２ 保健福祉部 
長寿支援課 

自殺死亡率 
（住所地ベース） 

－ ２３．８ １３．０ 
（Ｒ９） 

保健福祉部 
健康づくり課 
障害福祉課 

 

 

重点目標３－３ 結婚から子育てまでの継続した支援 

男女ともあらゆる世代が活躍するには、育児・介護による時間的制約や心理的負
担を軽減し、仕事と生活の両立を当たり前にできる環境整備が不可欠です。 

育児・介護休業法は近年の改正により、出生直後に柔軟に取得できる休業（いわ
ゆる産後パパ育休）や、２０２５年４月から段階的に拡充される両立措置など、実効
性の高い制度運用が進んでいます。制度の周知に加え、職場の理解・業務設計の見
直し等、利用しやすい風土づくりを徹底します。 

次世代を育む観点では、こども未来戦略に沿って、妊娠期から子育て期まで切れ
目のない支援の強化や、家計負担の軽減に向けた法改正が進められています（子ど
も・子育て支援法等の改正）。これらの枠組みを活用し、働きながら安心して子どもを
産み育てられる地域の支援体制を整備します。 

また、若年層では経済的不安や出会いの機会の不足が結婚・子育ての妨げにな
っている実態が指摘されていることから、自治体や関係機関と連携し、出会い・結婚
支援、結婚新生活の立ち上げ支援、機運醸成などを総合的に進めます。 

上記の取り組みを通じて、男女ともに働きやすく、働きながら安心して子どもを産
み育てられる社会づくりを推進します。 
 

▶施策の方向性 
１ 結婚から子育てまでの各種支援制度の充実と情報発信及び普及 

 

具体的事業 部局 

①ファミリーサポートセンター事業 

●子どもの預かり等の援助を受けることを希望す
る依頼会員と、援助を行うことを希望する協力会
員の相互援助活動による子育て世帯の支援 

子供すこやか部 
子育て支援課 

②子どもすこやか医療費助成事業 

●満１８歳未満の児童の保険診療に係る一部負
担金を助成し、子育て家庭の医療費負担の軽減
推進 

子供すこやか部 
子育て支援課 
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③子育て世帯住宅取得補助事業 

●子育て世帯の住宅取得費用等の支援 
総合政策部 

企画課 

④私立保育所等施設整備事業 

●老朽化している私立保育所等の施設整備・改修
事業に対する経費の一部を補助 

子供すこやか部 
保育課 

⑤障がい児相談支援体制の充実 

●障がい児及び保護者等からの相談支援の充実 
●療育方法等に関する情報提供 

保健福祉部 
障害福祉課 

数値目標（ＫＰＩ） 

 単位 基準値 
（Ｒ６） 

目標値 

（Ｒ１２） 
部局 

合計特殊出生率 － １．５６ １．６３ 総合政策部 
政策課 

参考指標 

 単位 基準値 
（Ｒ６） 

目標値 

（Ｒ１２） 
部局 

母子手帳アプリ
「ふえふきっず」ダ
ウンロード数 

件 － 2，314 子供すこやか部 
子育て支援課 

新婚世帯・子育て
世帯への住宅関係
補助金の申請件数 

件 １１８ １１８ 総合政策部 
企画課 

障がい児に関する
相談件数 

件 227 270 保健福祉部 
障害福祉課 
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重点目標３－４ 困難な問題を抱える女性への支援 

【困難な問題を抱える女性支援計画】 

女性を取り巻く課題は、ＤＶや性暴力、生活困窮、家族関係の不和、精神疾患や障
害、孤立・孤独など、複雑かつ多様な形であらわれ、複合的に重なりやすくなっていま
す。こうした状況を踏まえ、国は令和４年に「困難な問題を抱える女性への支援に関
する法律」を制定し、令和６年４月から施行しました。また、令和５年には国の「困難な
問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針」が示され、都道
府県には基本計画の策定が義務付けられ、市町村にも基本計画を定める努力義務
が課されています。 

本市においては、市民に最も身近な相談窓口として、困難な問題を抱える女性一
人ひとりの意思と人権を尊重し、その背景や心身の状況に応じた支援につなぐ役割
を担います。男女共同参画の視点に立ち、県や関係機関、民間支援団体と連携しな
がら、相談から一時保護、自立支援に至るまで切れ目のない支援を進め、誰もが安
心して自分らしく暮らすことができるまちの実現をめざします。 

 

▶施策の方向性 
１ 相談機能の充実や一時保護・自立支援体制の構築 
 

具体的事業 部局 

①ひとり親家庭への支援 

●ひとり親家庭が生活・就労・子育ての面で安
定した生活を確保できるようにするための総
合的支援ネットワークの整備 

●就業相談・人材育成・子育て支援制度の周知
など、必要な支援につなぐ切れ目のない支援
体制の強化 

子供すこやか部 
子育て支援課 

②生活困窮者への支援 

●生活困窮者の生活再建、就労支援、家計相談
などを一体的に進めるための包括的自立支
援体制の整備 

●関係機関と連携した早期発見・早期支援につ
なぐ支援ネットワークの強化 

保健福祉部 
生活援護課 

③さまざまな困難を抱える人への支援体制の

充実 

●広報紙・ＳＮＳ・庁内窓口・教育・保育機関等を
通じた相談窓口や支援制度の周知環境の整
備 

●相談支援従事者を対象とした研修や事例検
討を通じた支援の質向上と専門性強化 

市民生活部 
市民活動支援課 

 
子供すこやか部 
子育て支援課 

 
保健福祉部 
生活援護課 
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④支援の質向上に向けた人材育成と体制強化 

●ＤＶ・性暴力・貧困・精神保健・トラウマなどに
関する理解を深めるための相談支援従事者
への専門研修の実施 

●事例検討会やケース会議等を通じた支援スキ
ル・判断力向上のための継続的学習機会の
整備 

市民生活部 
市民活動支援課 

 
子供すこやか部 
子育て支援課 

 
保健福祉部 
生活援護課 
健康づくり課 
障害福祉課 

 

男女共同参画推進委員会の活動の方向性 

●困難な問題を抱える女性への支援が男女共同参画の視点から
着実に推進されるよう、必要な提言や意見交換を行います 

 

市民ができる実践例 

●困難な課題に対して、抱え込むことはせず、公的な機関に相談し
ましょう 

参考指標 
 
 

単位 基準値 
（Ｒ６） 

目標値 

（Ｒ１２） 
部局 

ＤＶ通告・相談件数 件 ７８ ５０ 子供すこやか部 
子育て支援課 

女性の就労相談 件 ４ １０ 子供すこやか部 
子育て支援課 
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基本目標４ 男女が地域で輝くまちづくり 

重点目標４－１ 地域における男女共同参画の推進 

人口減少下で地域の活力を持続させるには、行政だけでなく、住民主体の多様な
地域活動を広げ、世代や立場を超えて連携することが不可欠です。 

内閣府は、地域に根差した組織における女性の参画拡大や、課題解決に向けた
多主体の協働を推進しています。本市でも、地域の組織・団体において、特定の活動
や役割が一方の性に偏らないようにしつつ、方針決定過程への女性の参画拡大と、
男女共同参画の視点を地域活動に反映させます。また、担い手確保と負担の見える
化や軽減のため、役員層の多様化、情報共有のデジタル化等を進めます。 

厚生労働省の「地域共生社会」では、住民主体の支え合いの仕組みやＩＣＴ活用
による参加促進・負担軽減の実践が示されています。今後は、自治会・町内会、ＰＴＡ、
福祉・子育て・環境などの各分野で、若年層を含む多様な世代の男女が参画しやす
い環境整備を一体的に推進します。 
 

▶施策の方向性 
１ 地域における男女共同参画の情報の発信及び普及啓発 
２ 地域の男女共同参画を進めるための支援の充実  

 

具体的事業 部局 

①議会傍聴促進 

●「笛吹市議会だより」及び市民窓口館２階戸籍住
民課窓口の「広告モニター」で案内を実施 

議会事務局 

 

男女共同参画推進委員会の活動の方向性 

●自治組織などにおける出前講座を行うなど市と協働し学習の場
を提供します 

 

地域のみなさんが行うこと 

●地域コミュニティを持続していくため、多様な住民が参加できる
環境づくりを推進しましょう 

●多様な視点に配慮できるよう、方針決定過程への女性の参画を
進めましょう 
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市民ができる実践例 

●地域活動や自治組織活動に関心を持ち、その必要性について理
解を深め、参加しましょう 

●地区の総会に興味を持ち、参加しましょう 

●個人と地域とのつながりについて考えてみましょう（共助の活動
など） 

●議会を傍聴するなど地域の政策に興味をもちましょう 

数値目標（ＫＰＩ） 

 単位 基準値 
（Ｒ６） 

目標値 

（Ｒ１２） 
部局 

女性行政区長数 人 ４ ５ 総務部 
総務課 

参考指標 

 単位 基準値 
（Ｒ６） 

目標値 

（Ｒ１２） 
部局 

市民活動・ボランテ
ィアセンターの登録
団体数 

団体 ５８ ６５ 市民生活部 
市民活動支援課 

市民講座参加者数 人 １，２９２ １，４００ 教育委員会 
生涯学習課 

 

 

重点目標４－２ 防災・減災対策への女性の参画 

大規模災害や感染症流行などの非常時には、平常時の固定的な性別役割分担
意識が表面化し、家事・育児・介護などの負担が女性・女児に偏りやすく、ＤＶや性被
害・性暴力の相談も増える傾向が指摘されています。コロナ期の調査や相談動向か
らも、家事・育児時間の増加や性暴力相談の増加が確認されています。 

このため、地域の防災力を高めるには、多様な視点を意思決定に反映させること
が重要です。内閣府の「男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン」に沿っ
て、自主防災組織や消防団での女性の積極的登用、参画を進め、平常時から訓練、
計画づくりに関与する体制を整備します。消防庁も女性消防団員の活躍推進を位置
付け、入団促進や活動環境の整備を進めています。 

また、避難所運営では女性が参画し、プライバシーや衛生・防犯、性暴力防止、物
資（生理用品等）を含む配慮を徹底するなど、男女共同参画の視点に立った運営を
行います。 

これらの取り組みを通じ、非常時に脆弱化しやすい領域でのジェンダー課題を最
小化し、誰もが安全・安心に避難及び生活ができる地域の仕組みを構築していきま
す。 
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▶施策の方向性 
１ 防災・減災分野における女性の参画の推進 

 

具体的事業 部局 

①自主防災組織活動支援事業 

●総合防災訓練、土砂災害訓練などにより「自
分の命は自分で守る」という意識の醸成に努
め、自助、共助による地域防災力の向上を図る 

総務部 
防災危機管理課 

②消防団活動推進事業 

●地域全体で消防団を応援する体制を構築し、
「地域の安全安心は自分たちで守る」という災
害に強い地域づくりの推進 

総務部 
防災危機管理課 

 

男女共同参画推進委員会の活動の方向性 

●行政区へ出前講座を行うなど市と協働し学習の場を提供します 

●市と協働し、男女共同参画の視点を防災分野に取り入れるため

の助言をします 

●男女共同参画の視点を取り入れた地区防災計画作成の促進に

取り組みます 

 

市民ができる実践例 

●行政区の活動に積極的に参加しましょう 
●地域の防災・減災について積極的にかかわりましょう 
●男女共同参画の視点を取り入れた地区防災計画の作成に取り

組みましょう 

数値目標（ＫＰＩ） 
 
 

単位 基準値 
（Ｒ６） 

目標値 

（Ｒ１２） 
部局 

女性消防団員数 人 １５ １５ 総務部 
防災危機管理課 
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基本目標５ 男女共同参画推進体制の充実 

重点目標５－１ 政策方針決定過程への女性参画の拡大 

社会全体として女性の方針決定過程への参画は進んできたものの、依然として十
分とは言えません。引き続き、あらゆる分野で女性の政策・方針決定過程への参画
拡大を図ります。国はポジティブ・アクション 10の推進や、審議会等の構成・公務部門
の登用に関する数値目標の設定を位置付けており、地方公共団体にも実情に応じ
た目標設定と主体的な取り組みが求められています。 

まず行政分野では、市役所の管理職等への女性登用について、課題分析に基づ
く数値目標を設定し、採用・育成・配置・評価まで一体で推進します。併せて、本市に
関係する審議会等でも、性別に偏らない構成となるよう、委員選任の方針・プロセス
を明確化し、継続的にモニタリングします。 

女性が能力を十分に発揮できるよう、長期的な視点での人材育成を強化します。
併せて、民間分野とも連携し、管理職登用や情報公開の先進事例を共有しつつ、女
性活躍推進法に基づく行動計画の策定・見直しや情報公表（例：男女の賃金の差
の公表義務の対象企業での対応）を後押しします。 

上記の取り組みを通じ、行政・審議会・民間の各領域で、女性の参画拡大と意思
決定の多様化を着実に進めます。 

 
▶施策の方向性 

１ 市政や審議会等への女性の参画の推進 
 

具体的事業 部局 

①女性職員の昇任昇格試験等への受験促進及び性

差によらない任用 

●昇任、昇格基準を在級年数から年齢対象に変更 

総務部 
総務課 

②市各部署配属における男女の偏りの緩和 

●人事異動時に配慮 
総務部 
総務課 

 

男女共同参画推進委員会の活動の方向性 

●市と協働し学習の場を提供します 

 

事業者が行うこと 

●多様な視点に配慮できるよう、方針決定過程への女性の参画を
進めましょう 

 
10 これまで、社会の慣習や固定的な役割分担などによって生じてきた「男女の偏り」を解消するための、積極的な

取り組みのことです。「女性の管理職を増やすための目標づくり」や「男性の育休取得の推進」などが相当します。 
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市民ができる実践例 

●学習会などに積極的に参加しましょう 

数値目標（ＫＰＩ） 

 単位 基準値 
（Ｒ６） 

目標値 

（Ｒ１２） 
部局 

市の管理職におけ
る女性の割合 

％ ２５．０ ３０．０ 総務部 
総務課 

審議会等の女性
登用割合 

％ ２９．９ ３３．０ 市民生活部 
市民活動支援課 

 

 
重点目標５－２ 男女共同参画推進条例・都市宣言の啓発・推進 

本市は、平成２３年に市民提案型の「笛吹市男女共同参画推進条例」を制定（平
成２６年１月３日施行）し、その理念を基に取り組みを進めてきました。 

また、平成２６年度に男女共同参画推進委員会とともに「男女共同参画都市」を
宣言し、条例と男女共同参画プランを両輪として、市・市民・事業者・男女共同参画
推進委員会が連携して推進してきました。 

現行の第４次プラン（令和３～７年度）でも、方針決定への参画拡大や地域・職
場・家庭での実効的な取り組みを位置づけています。今後も、関係主体がそれぞれ
の役割を担い、協働により一層の推進を図ります。 
 

▶施策の方向性 
 １ 男女共同参画条例と宣言の普及と推進 
 

具体的事業 部局 

①男女共同参画条例や都市宣言の周知 

●広報紙の推進委員会欄で条例や都市宣言に
ついての内容の紹介 

市民生活部 
市民活動支援課 

 

男女共同参画推進委員会の活動の方向性 

●市と協働し、学習の場を提供します 
●多様な団体等との連携交流によって意識の啓発を図ります 

 

市民ができる実践例 

●学習会などに積極的に参加しましょう 
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数値目標（ＫＰＩ） 

 
数値 
単位 

基準値 
（Ｒ７） 

目標値 

（Ｒ１２） 
部局 

男女共同参画推進
条例を知っていると
答えた人の割合 

％ ３９．７ ５０．０ 市民生活部 
市民活動支援課 

 

 
重点目標５－３ 多様な団体における男女共同参画の推進 

男女共同参画の実現には市のみならず市民一人ひとりの理解と主体的な参画が不
可欠であるとの認識のもと、市・市民・事業者・関係機関・各種団体が連携し、地域・職
場・家庭・教育などあらゆる場面に男女共同参画の視点を根付かせる取り組みを進め
ます。具体的には、男女共同参画推進委員会と各種団体の交流を支援し、学習会やフ
ォーラム、ワークショップ等を通じて普及啓発を図るとともに、広報紙や市ホームぺージ、
ＳＮＳを活用した分かりやすい情報発信と相談先の周知を強化します。 

また、企業・団体に対しては研修や実践事例の共有、行動計画づくりの支援を行い、
職場環境の整備と意識改革を後押しします。さらに、既存の女性組織を含む多様な当
事者・団体との協働を促進し、意思決定の場で女性の意見が適切に反映される仕組
みづくりを進めるとともに、若者や子育て世代、高齢者、障害のある人、外国籍住民な
ど誰もが参加しやすいよう、オンライン併用や一時預かり、柔軟な時間設定等の環境を
整えます。これらの取り組みを通じて、市全体が一体となって男女共同参画を推進し、
誰もが尊重され能力を発揮できる地域社会の実現をめざします。 

 
▶施策の方向性 

１ 多様な団体の男女共同参画を進めるための環境の整備 
 

具体的事業 部局 

①自治組織や多様な団体などに男女共同参画

に関する出前講座の実施 

●笛吹市男女共同参画推進委員会の活動とし
て、出前講座による啓発活動の検討 

市民生活部 
市民活動支援課 

 

男女共同参画推進委員会の活動の方向性 

●市と協働し、学習の場を提供します 
●多様な団体等との連携交流によって意識の啓発を図ります 

 

事業者が行うこと 

●多様な視点に配慮できるよう、方針決定過程への女性の参画を
進めましょう 
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市民ができる実践例 

●学習会などに積極的に参加しましょう 

 

 

重点目標５－４ 推進状況の検証 

男女共同参画の意識浸透や施策の進捗を継続的に検証し、結果を施策の実施方
法や次期プランの見直しに反映させることで、本プランの実効性を高め、ＰＤＣＡサイク
ルを確立します。 

本市の施策については、笛吹市男女共同参画推進条例第１３条に基づき、今後も年
次状況報告を公表します。併せて、市民の意識の浸透度は、地域や世代、性別の差異
に配慮したモニター制度等により把握し、課題の特定と改善に活用します。さらに、男
女共同参画推進委員会の活動は、統一フォーマットで記録・蓄積し、評価・提言に結び
つけることで、取り組みの質の向上と継続的な改善を図ります。 

 
▶施策の方向性 

１ 年次状況報告の公表 
２ モニタリング制度の創設 
 

具体的事業 部局 

①年次状況報告の公表 

●男女共同参画推進委員会の活動を統一フォー
マットで記録・蓄積し、市民に公表 

市民生活部 
市民活動支援課 

②モニタリング制度の創設 

●推進委員経験者によるモニタリング制度の創
設に向けた検討 

市民生活部 
市民活動支援課 

 

男女共同参画推進委員会の活動の方向性 

●統一フォーマットによる年間を通した活動の記録と検証など推進
活動のデータの蓄積と検証を行います 

 

市民ができる実践例 

●学習会などに積極的に参加しましょう 
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数値目標（ＫＰＩ）一覧 

 単位 基準値 
（Ｒ６） 

目標値 
（Ｒ１２） 部局 

人権擁護教室の開催数 回 ２ ３ 市民生活部 
市民活動支援課 

夫は外で働き、妻は家庭を守
るべきとの考えに反対である
と答えた割合 

％ ７３．２ 
（Ｒ７） 

７５．０ 市民生活部 
市民活動支援課 

男性の休日において家事・育
児に費やす平均時間 

分 １３９ 
（Ｒ７） 

１８５ 市民生活部 
市民活動支援課 

男性職員の育児休暇取得率 ％ － １００ 総務部 
総務課 

配偶者暴力相談支援センタ
ーという言葉を知っていると
答えた人の割合 

％ ２６．０ 
（Ｒ７） 

７０．０ 市民生活部 
市民活動支援課 

保育所待機児童の数 人 ０ ０ 子供すこやか部 
保育課 

家族経営協定の申請件数 件 ８１ １００ 産業観光部 
農林振興課 

合計特殊出生率 － １．５６ １．６３ 総合政策部 
政策課 

女性行政区長数 人 ４ ５ 総務部 
総務課 

女性消防団員数 人 １５ １５ 総務部 
防災危機管理課 

市の管理職における女性の
割合 

％ ２５．０ ３０．０ 総務部 
総務課 

審議会等の女性登用割合 ％ ２９．９ ３３．０ 市民生活部 
市民活動支援課 

男女共同参画推進条例を 
知っていると答えた人の割合 

％ ３９．７ ５０．０ 市民生活部 
市民活動支援課 

※基準値として令和６年と令和７年の数値を用いています。 
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男女共同参画推進委員会 各部会取り組み一覧 

本市には、男女共同参画を推進するために、市長が委嘱した委員で組織される男
女共同参画推進委員会があります。 

推進委員会は「啓発活動部会」と「広報部会」の２つの部会で構成されています。 

第５次プランの趣旨に則り、次表の通り、各部会が目指す「市の男女共同参画の姿」
を定め、推進活動を企画・推進していきます。 

 

部会 
部会が目指す 

「市の男女共同参画」の姿 
今後の活動予定 

啓発活動 

部会 

地域に出よう、支え合おう、認め合お

う、みんなが活躍できるまちづくり 

・働きやすい職場を考えるための実態

調査の実施 

・企業との交流会、研修会の開催 

・防災をテーマとした避難所運営におけ

る地域課題への解決 

・簡単クッキングの開催 

広報部会 
市民の目線に立ったよりわかりやす

い情報発信 

・市広報紙へ掲載するための取材、寄

稿活動 

・他市町村広報紙からの情報収集 

・推進委員会活動の市広報紙への掲載

（市内回覧・他市町村へ配布） 

・広報紙に専門用語の説明を掲載 
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1 附属機関 

男女共同参画審議会 

条例に基づき設置された市の附属機関です。審議会委員は学識経験者、関
係団体の代表者、公募による市民委員により構成されており、市長の諮問に
応じて、本市の男女共同参画施策に関する重要事項について調査・審議しま
す。また、審議会では、基本計画や本市の施策について意見を述べたり、笛吹
市男女共同参画推進条例第２２条第１項及び第２項に規定する苦情及び相
談の申し出に関する事項や、計画に基づく事業の進捗について点検・評価等
を行っています。 

 

 

2 市民・企業・団体との協働による推進体制 

男女共同参画推進委員会 

男女共同参画プランに基づき男女共同参画を推進するために、市長が委
嘱した委員で組織される機関です。平成１９年度に第１次プラン策定のための
既存の男女共同参画委員会から、発展的に男女共同参画推進委員会へと組
織変更しました。市民の立場から、男女共同参画の推進、基本計画の策定支
援、施策などについて、調査及び事業の推進を図ります。  

 

 

3 庁内の推進体制 

男女共同参画推進本部・男女共同参画庁内推進会議 

男女共同参画推進本部は、本市における男女共同参画関連施策を総合的
かつ計画的に実施するための庁内本部です。 市長が本部長、副市長が副本
部長、部局長級職員が本部員となり、本市の男女共同参画を進めるために、
基本計画の推進や重要事項の決定、施策の総合調整及び調査審議について
協議等を行います。また、本部員に推薦された職員を委員とした男女共同参
画庁内推進会議では、本部に付議する事項の整理及び本部から指示された
事項の調査検討を行います。 
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1 市民アンケート調査結果 

（１）調査概要 

調査期間：令和７年１０月１０日から１０月２８日まで 
配布数：１，８００通（郵送配布） 
回収数：郵送回収３３５通、Ｗｅｂ回答１９９通、合計５３４通 
回収率：２９．７％ 

 

（２）調査結果 

特に表記がない限りサンプルサイズ（ｎ）は、全体＝５３４、男性＝２１３、 
女性＝３１０、単位は（％）です。 

 

 

問１：夫は外で働き、妻は家で家庭を守るべきである」という考え方をどう思います
か。 

「賛成（賛成＋どちらかといえば賛成）」との回答は、女性よりも男性がやや
多くなっています。全体での反対意見は、７３．２％（４５．７％＋２７．５％）となっ
ており、第４次プランで掲げた KPI の目標値７０．０％を上回っています。 

 

 

  

2.9 

7.0 

4.7 

15.8 

14.1 

15.0 

43.5 

48.8 

45.7 

30.0 

23.9 

27.5 

7.7 

6.1 

7.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性

男性

全体

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対 無回答
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年代別で見ると、男性では７０代で「賛成」との意見が多くなっています。女
性は２０代と７０代で「賛成」の意見が多くなっています。 

 

 
 

 

  

20.4 

0.0 

5.3 

0.0 

9.1 

0.0 

18.5 

10.5 

14.0 

16.0 

9.1 

11.1 

31.5 

56.1 

52.6 

48.0 

54.5 

77.8 

22.2 

29.8 

15.8 

36.0 

27.3 

11.1 

7.4 

3.5 

12.3 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性70代

男性60代

男性50代

男性40代

男性30代

男性20代

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対 無回答

4.4 

2.0 

0.0 

3.1 

0.0 

6.7 

17.5 

11.8 

11.5 

12.5 

19.0 

20.0 

40.1 

51.0 

44.2 

56.2 

38.1 

33.3 

27.0 

31.4 

32.7 

28.1 

38.1 

40.0 

10.9 

3.9 

11.5 

0.0 

4.8 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性70代

女性60代

女性50代

女性40代

女性30代

女性20代

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対 無回答
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問２：問１で「1. 賛成」または「2. どちらかといえば賛成」と答えた方にお聞きしま
す。賛成と思うのはなぜですか。（複数回答） 

「妻が家庭を守った方が、子どもの成長などにとって良いと思うから」との回
答が最も多く、次いで「夫が外で働いた方が、多くの収入を得られると思うか
ら」が多くなっています。 

 

 

問３：問１で「3. どちらかといえば反対」または「4. 反対」と答えた方にお聞きしま
す。反対と思うのはなぜですか。（複数回答） 

「固定的に夫と妻の役割分担の意識を押しつけるべきではないから」が最
も多く、次いで「夫も妻も働いた方が、多くの収入を得られると思うから」が多
くなっています。 

  

11.0 

16.0 

24.0 

28.0 

53.0 

0.0 20.0 40.0 60.0

その他

自分の両親も役割

分担をしていたから

日本の伝統的な家族の

あり方だと思うから

夫が外で働いた方が、多くの

収入を得られると思うから

妻が家庭を守った方が、子どもの

成長などにとって良いと思うから

n=100

3.4

12.5

18.3

33.4

43.2

64.7

0 20 40 60 80

その他

自分の両親も外で働いていたから

妻が働いて能力を発揮した方が、

個人や社会にとって良いと思うから

男女平等に反すると思うから

夫も妻も働いた方が、多くの

収入を得られると思うから

固定的に夫と妻の役割分担の意識

を押しつけるべきではないから

n=377
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問４：あなたが休日に家事・育児・介護等に費やす時間はどのくらいですか。 
男性の平均時間（分）は「１３９分」となっており、第４次プランのＫＰＩ目標値

「１００分」を上回っています。 

 
 

年代別にみると、一人暮らしが多い３０代を除き、７０代の「０時間」「１時間
程度」が他の年代よりも多い傾向があります。 

 
 

  

13.9 13.9 23.6 8.3 8.3

2.8

8.3 20.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0時間 1時間程度 2時間程度 3時間程度 4時間程度 5時間程度 6時間以上 無回答

33.3 

0.0 

16.7 

0.0 

33.3 

0.0 

6.7 

18.8 

12.5 

22.2 

0.0 

20.0 

26.7 

25.0 

29.2 

11.1 

33.3 

0.0 

0.0 

12.5 

4.2 

22.2 

0.0 

20.0 

6.7 

12.5 

8.3 

0.0 

0.0 

20.0 

0.0 

0.0 

4.2 

0.0 

33.3 

0.0 

6.7 

6.2 

4.2 

22.2 

0.0 

20.0 

20.0 

25.0 

20.8 

22.2 

0.0 

20.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性70代

男性60代

男性50代

男性40代

男性30代

男性20代

0時間 1時間程度 2時間程度 3時間程度 4時間程度 5時間程度 6時間以上 無回答
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問５：家庭や職場などで男性と女性のどちらかが優遇されていると感じることがあ
りますか。①家庭生活、②職場、③学校教育の場（児童・生徒）、④自治会な
ど地域活動の場についてお答えください。 

学校教育の場を除き、男性の方が優遇されている（男性の方が非常に優遇
されている＋どちらかといえば男性の方が優遇されている）との回答が多くな
っています。 

学校教育の場では、男女平等になっているとの回答が多くなっています。 

 
 
 
問６：あなたは、自治会など地域活動の場で女性が活躍できない理由は何である

と考えますか。 
全体においても性別においても「女性が役員を引き受けることに消極的な

ため」が最も多くなっています。「男性が積極的に役員を引き受けるため」との
回答は、男性で多くなっており、女性より５．４ポイント高くなっています。 

 

  

10.5 

3.2 

14.4 

10.5 

31.6 

11.6 

33.9 

37.1 

29.8 

47.9 

28.1 

31.6 

9.6 

6.2 

6.4 

6.0 

0.6 

0.7 

0.6 

1.7 

18.0 

30.3

16.7 

13.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

④自治会など地域活動の場

③学校教育の場（児童・生徒）

②職場

①家庭生活

男性の方が非常に優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

男女平等になっている どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている 無回答

7.7 

13.1 

9.9 

37.4 

36.6 

37.5 

28.1 

26.8 

27.2 

10.0 

7.0 

9.0 

16.8 

16.4 

16.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性

男性

全体

男性が積極的に役員を引き受けるため 女性が役員を引き受けることに消極的なため
役員は男性がやるべきという考え方があるため その他
無回答
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問７：あなたは「子育てへの関わり」について、満足がいく関わりができていますか
（いましたか）。 【子どもをお持ちの方で層別、無回答を除く】 

「満足している（満足している＋やや満足している）」との回答が多くなって
います。性別では、男性の方が女性より満足度がやや高い結果となっています。 

 
 
 
問８：あなたは配偶者（パートナー）の「子育てへの関わり」には、満足していますか

（いましたか）。 【子どもをお持ちの方で層別、無回答を除く】 
男性の９割以上は配偶者の関わりを「満足している（満足している＋やや満

足している）」と感じています。一方で、女性の満足との回答は６４．８％と、男性
ほど配偶者の関わりに満足していない結果となっています。 

 
 

  

34.2 

27.3 

32.7 

53.9 

63.6 

56.1 

9.2 

4.5 

8.2 

2.6 

4.5 

3.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性

男性

全体

1. 満足している 2. やや満足している 3. あまり満足していない 4.満足していない

18.9 

52.4 

26.3 

45.9 

38.1 

44.2 

20.3 

9.5 

17.9 

14.9 

0.0 

11.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性

男性

全体

満足している やや満足している あまり満足していない 満足していない
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問９：性的な言動を受けた場合、どのような行動を取りますか。 
「直接抗議する」との回答が最も多くなっています。特に男性においては女

性よりも１０ポイント近く高くなっています。 

 
 

 

問１０：以下の DV の相談先で、知っているものをすべてお答えください。 
「警察や法的窓口」の認知度が高くなっています。第４次プランのＫＰＩ「配偶

者暴力相談支援センターの認知度」は、目標値の７０．０％に対して、２６．０％と
大きく下回っています。 

 
  

9.4 

8.9 

9.0 

23.9 

33.3 

27.5 

26.5 

21.6 

25.1 

20.0 

22.5 

21.0 

5.8 

1.4 

3.9 

14.5 

12.2 

13.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性

男性

全体

何もせず我慢する 直接抗議する 上司や人事部門に報告する

公的な相談窓口に相談する その他 無回答

1.5 

15.0 

19.6 

26.0 

31.2 

79.8 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

その他

専門的なNPOや支援団体

全国共通のDVダイヤル

配偶者暴力相談支援センター

（山梨県女性相談支援センター・

山梨県男女共同参画推進センター）

市役所の相談窓口

警察や法的窓口

n=327
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問１１：防災対策、避難所運営体制などにおいて、性別などに配慮した対応が必要
だと思いますか。 

必要（必要＋どちらかといえば必要）との回答が約９割となっています。性別
による違いは見られません。 

 
 

 

問１２：以下の①～⑩の言葉で、知っているものをすべてお答えください。 
「笛吹市男女共同参画推進条例」を知っている（言葉も内容も知っている＋

言葉は知っているが、内容はよく知らない）との回答は最も低く３９．７％となっ
ており、目標値（KPI）の５０．０％を下回っています。 

  

65.5 

66.2 

65.5 

24.2 

23.5 

24.2 

1.3 

3.3 

2.1 

0.3 

0.9 

0.6 

8.7 

6.1 

7.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性

男性

全体

必要 どちらかといえば必要 どちらかといえば必要ない 必要ない 無回答

35.0 

35.8 

24.0 

40.8 

47.0 

32.8 

39.9 

20.2 

4.5 

10.9 

39.5 

39.0 

40.6 

38.0 

39.9 

46.8 

37.3 

41.9 

35.2 

41.6 

15.2 

15.4 

24.2 

10.9 

4.1 

11.2 

13.1 

27.2 

49.4 

38.6 

10.3 

9.9 

11.2 

10.3 

9.0 

9.2 

9.7 

10.7 

10.9 

9.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

⑩ ワークライフ・バランス

（仕事と生活の調和）

⑨ 性の多様性 （LGBT等）

⑧ダイバーシティ（多様性）

⑦ジェンダー（社会的・

文化的に形成された性別）

⑥ ストーカー規制法

⑤ DV防止法

④ 男女雇用機会均等法

③ 男女共同参画社会

② 笛吹市男女共同

参画推進条例

① 笛吹市男女

共同参画プラン

言葉も内容も知っている 言葉は知っているが、内容はよく知らない 初めて聞いた（知らなかった） 無回答
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2 諮問書 

笛 市 第  1559  号 

令和 7 年 12 月 25 日 

笛吹市男女共同参画審議会 

会長 山内 幸雄 殿 

 

笛吹市長 山下 政樹 

 

 

第 5 次笛吹市男女共同参画プランについて（諮問） 

 

このことについて、笛吹市男女共同参画推進条例第 12 条に基づき、第 5 次笛吹市

男女共同参画プランの策定について、御審議いただくよう諮問いたします。 

 

笛吹市では、平成 23 年に公布した笛吹市男女共同参画推進条例第 12 条に基づ

き、令和 3 年 3 月に第 4 次笛吹市男女共同参画プランを策定しました。 

このプランは、「笛吹市男女共同参画推進条例」第 12 条第 1 項に定める基本的な

計画であるとともに、「男女共同参画社会基本法」、「配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護等に関する法律」、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」

に定める市町村の計画を包含し、一体として男女共同参画社会実現のための施策を

総合的・計画的に推進するために定めた計画となります。 

現行プランが令和 8 年 3 月に計画期間の満了を迎えることから、「第 5 次男女共

同参画プラン」を策定する必要があります。 

現行計画の成果を継承し社会経済情勢の変化に伴う新たな課題の解決を図るた

めの計画を策定するため、貴審議会からの意見を求めます。 

 

第 5 次笛吹市男女共同参画プランについて 
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3 答申書 

令和 8 年 3 月 23 日 

笛吹市長 山 下 政 樹 様 

 

笛吹市男女共同参画審議会 

                                         会 長  山 内 幸 雄 

 

 

第 5 次笛吹市男女共同参画プランについて（答申） 

 

令和 7 年 12 月 25 日付け、笛市第 1559 号で諮問のありました第 5 次笛吹市男

女共同参画プランについて、当審議会において慎重に審議した結果、次のとおり意見

を添えて答申します。 

 

 

1 諮問に対する答申 

 

第 5 次笛吹市男女共同参画プラン（案）については、本市の男女共同参画条例の

基本理念に則り、社会情勢や本市の現状と特性を踏まえ、今後の男女共同参画社会

のあるべき姿を見据えた取組などが示されています。 

また、当審議会において出された意見も反映されており、このとおり策定されること

を適当と認めます。 

なお、本プランの推進にあたっては、基本目標の事項に十分配慮し、市民、事業者

の皆様と協働し、着実に推進されることを要望します。 
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4 笛吹市男女共同参画推進条例 

○笛吹市男女共同参画推進条例 

平成 23 年 9 月 28 日 

条例第 17 号 

目次 

前文 

第 1 章 総則(第 1 条―第 8 条) 

第 2 章 性別による権利侵害の禁止(第 9 条・第 10 条) 

第 3 章 基本的施策(第 11 条―第 23 条) 

第 4 章 推進体制の整備(第 24 条―第 29 条) 

第 5 章 補則(第 30 条) 

 

附則 

笛吹市は、古来、政治、文化、産業面で地域の中心として機能してきた歴史を有し、天与の

温泉、豊かな自然、桃・ぶどう生産量日本一を誇る農業と観光を主体としたまちである。この

背景には、農業、観光業等に家族とともに汗を流し、その合間を縫っての家事、育児等の主

たる担い手となってきた女性たちの生活の支えがある。 

一方で、社会のあらゆる分野において、性別による固定的な役割分担意識やこれに基づ

く社会慣行等により、女性が方針決定へ参画し難い現状もみられる。 

日本国憲法においては、個人の尊厳の尊重と男女平等がうたわれる中で、こうした状況

を踏まえると、男女共同参画社会基本法に基づく男女共同参画社会の実現には、なお一層

の努力が求められている。 

私たちは、男女共同参画社会の早期実現を総合的かつ計画的に推進し、市民が豊かで

安心安全な生活を営み、市民だれもが相互に認め合い、住みやすく、子どもたちに輝く未来

を託すことができる笛吹市を築くため、この条例を制定する。 

 

第 1 章 総則 

(目的) 

第 1 条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念及び施策の基本的事項を定め、

総合的かつ計画的に推進することにより、男女共同参画社会を実現することを目的とする。 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 男女共同参画 男女が持てる能力及び個性を存分に発揮し、男女が均等に政治的、

経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うこと

をいう。 

(2) 市民 国籍を問わず、住民登録の有無にかかわらず市内に住む人、市内で働く人及

び市内で学ぶ人をいう。 

http://localhost/#l000000000
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(3) 事業者 市内において営利又は非営利の事業活動を行うすべての個人及び法人そ

の他の団体をいう。 

(4) 自治組織等 市内の行政区等地縁に基づいて形成された団体及びその他の市民団

体をいう。 

(5) 教育に携わる者 家庭教育、学校教育、社会教育その他本市において教育に携わる

すべての者をいう。 

(6) 事業者等 事業者、自治組織等及び教育に携わる者をいう。 

(7) 積極的改善措置 家庭、学校、職場、地域その他の社会のあらゆる分野(以下「社会

のあらゆる分野」という。)における活動に参画する機会に係る男女間の格差を改

善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極

的に提供することをいう。 

(8) 家族経営協定 農業及び個人商店等の家族経営において、労働時間、労働報酬、休

日等について取り決めを行い、それぞれが自覚を持って経営に参画することを目的

に締結するものをいう。 

(9) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動に対する相手方の対応によって不利益を与え、

又は性的な言動により相手方の生活環境を害することをいう。 

 

(基本理念) 

第 3 条 男女共同参画の推進は、次に掲げる理念にのっとり行わなければならない。 

(1) 男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受

けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女

の人権が尊重されること。 

(2) 社会における制度又は慣行が、男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影

響をできる限り中立なものとするよう配慮されること。 

(3) 男女が、社会の対等な構成員として、市における政策又は事業者等における方針の

立案及び決定に、共に参画する機会が確保されること。 

(4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援を受けながら、次世代を担う子の

養育、家族の介護その他の家庭生活における活動に、家族の一員としての役割を

円滑に果たし、かつ、家庭生活における活動以外の活動を行うことができるように

すること。 

(5) 男女が、それぞれの性について理解を深めることで、性と生殖に関し、互いの意思が

尊重され、生涯にわたる健康と安全が確保されること。 

(6) 社会のあらゆる分野から暴力及び虐待並びに他の者を不快にさせる性的な言動を

根絶すること。 

(7) 国際社会の取組と密接に関係していることを理解し、国際的協調の下に推進される

こと。 

  



 

 
61 

(市の責務) 

第 4 条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市の特性に応じ

た男女共同参画の推進に関する施策を定め、これを総合的かつ計画的に実施しなければな

らない。 

2 市は、男女共同参画の推進に当たり、市民の意見を尊重するとともに、市民及び事業者等

のほか、国、県及び他の地方公共団体と相互に連携し、及び協力しなければならない。 

(市民の責務) 

第 5 条 市民は、基本理念にのっとり、男女共同参画について理解を深め、社会のあらゆる分

野において主体的に男女共同参画の形成に寄与するよう努めなければならない。 

2 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策及び市民自ら企画する男女共同

参画の推進に関する活動に積極的に参画し、及び協力するよう努めなければならない。 

(事業者の責務) 

第 6 条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、男女共同参画を推進

する市の施策を十分に理解し、及び協力するほか、これを積極的に実施するよう努めなけれ

ばならない。 

2 事業者は、男女の平等に関する法令を遵守し、その雇用する者に対し男女平等意識の啓発

を行うとともに、男女が家庭と事業活動とを両立できる職場環境づくりに努めなければなら

ない。 

(自治組織等の責務) 

第 7 条 自治組織等は、基本理念にのっとり、性別による固定的な役割分担意識又は社会の

慣行等及びその他の男女共同参画の推進を阻害する要因を取り除くよう努めなければなら

ない。 

2 自治組織等は、市が実施する男女共同参画の施策の遂行に協力するよう努めなければな

らない。 

3 自治組織等においては、男女が共に活動していくために、役職の構成に当たっては、性別を

理由に異なる取扱いをしないよう努めなければならない。 

(教育に携わる者の責務) 

第 8 条 教育に携わる者は、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進における教育の重要性

について深く理解し、積極的に基本理念に配慮した教育に取組まなければならない。 

 

第 2 章 性別による権利侵害の禁止 

(個人としての尊厳と性別による差別的取扱いの禁止) 

第 9 条 何人も、個人としての尊厳を冒されてはならない。 

2 何人も、社会のあらゆる分野において、性別を理由とする差別的取扱いをしてはならない。 

(配偶者等に対する暴力的行為等の禁止) 

第 10 条 何人も、配偶者等(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平

成 13 年法律第 31 号)に規定する配偶者及び親密な男女関係にある者をいう。)に対し、暴

力的行為や虐待行為を行ってはならない。 
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2 何人も、男女間において、セクシュアル・ハラスメント又はそれを助長するような行為を行って

はならない。 

 

第 3 章 基本的施策 

(施策の策定等に当たっての配慮) 

第 11 条 市は、施策の策定及び実施に当たっては、男女共同参画推進の視点を盛り込むよう

配慮しなければならない。 

2 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを

公表するものとする。 

(基本計画) 

第 12 条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、

男女共同参画社会の実現に向けての基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定し、必

要な体制を整備するものとする。 

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画の推進に関する施策の大綱 

(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に

推進するために必要な事項 

3 市長は、基本計画を策定し、又は変更するに当たっては、市民及び事業者等の意見を反映

させる措置を講じなければならない。 

(実施状況の公表) 

第 13 条 市長は、毎年、基本計画に基づく施策の実施状況について報告書を作成し、これを

公表するものとする。 

(情報提供及び啓発活動) 

第 14 条 市は、男女共同参画の推進について、市民及び事業者等の理解を深めるため、あら

ゆる機会を通じて情報提供、広報活動その他の啓発活動を行うものとする。 

2 市は、前項に規定する啓発活動の浸透状況を把握するように努めなければならない。 

(公衆に表示する情報に関する留意事項) 

第 15 条 何人も、公衆に表示する情報においては、性別による固定的な役割分担及びセクシ

ュアル・ハラスメント等を助長し、及び連想させる表現並びに過度の性的な表現を行わない

ようにしなければならない。 

(積極的改善措置) 

第 16 条 市長は、各種行政委員若しくは審議会等における委員を委嘱し、又は任命するとき

は、委員構成の男女比率は、別に定める市の総合計画に掲げる目標値を目指し、努力する

ものとする。 

2 市長は、男女共同参画の視点が職務に反映されるよう市職員に研修を積ませるとともに、

性別を前提とした配置を行わないよう努めなければならない。 

3 市は、あらゆる政策の企画、立案及び決定において男女が共同して参画する機会を確保し

なければならない。 
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4 市は、事業者等における方針の立案及び決定に、男女が共同して参画する機会を確保する

よう働きかけるものとする。 

5 市は、市と工事請負等の契約を行おうとする事業者に対し、第 6 条に基づく男女共同参画

推進状況について、報告を求めることができる。 

(自治組織等への支援) 

第 17 条 市は、自治組織等が男女共同参画の推進に関して行う活動について、情報の提供

その他の必要な支援を行うものとする。 

(自営業者への支援) 

第 18 条 市は、農林業、商工業その他の産業における自営業の男女共同参画を推進するた

め、これらに従事する者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。 

2 市は、家族経営協定、経営の法人化等の具体的な手法の普及拡大及び有効活用を図るた

め、必要な支援を行うものとする。 

(事業者への支援) 

第 19 条 市は、事業者に対し、雇用の分野における男女共同参画が推進されるよう必要な支

援を行うものとする。 

2 市は、事業者に対し、職場におけるセクシュアル・ハラスメント等の男女の人権に関する問題

の回避に係る情報を提供しなければならない。 

(家庭生活及び社会生活の両立支援) 

第 20 条 市は、男女が家庭生活における活動その他社会生活における活動を両立することが

できるように、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。 

(子育てと介護における共助と支援) 

第 21 条 家族を構成する男女は、互いに協力して、次世代を担う子の養育と家族の介護に努

めなければならない。 

2 市は、家族を構成する男女が性別により役割を固定することなく、子育て及び介護を積極的

に行うことができるようその環境整備に努めなければならない。 

(苦情及び相談への対応) 

第 22 条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画に影響を及ぼすと認

められる施策について、市民又は事業者等から苦情の申出を受けたときは、適切な措置を

迅速に講ずるよう努めなければならない。 

2 市長は、性別による差別的取扱いその他の男女の人権の侵害について、市民又は事業者

等から相談の申出があったときには、関係機関又は関係団体と協力して、適切な措置を迅

速に講ずるよう努めなければならない。 

(男女共同参画教育の推進) 

第 23 条 市及び教育に携わる者は、家庭教育、学校教育、社会教育その他あらゆる教育の分

野において、男女が均等に教育を受け能力を発揮できる機会が与えられるよう男女平等教

育、生活的自立教育その他の男女共同参画の形成に関する教育の推進に必要な措置を講

じなければならない。 
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第 4 章 推進体制の整備 

(審議会の設置) 

第 24 条 男女共同参画に関する重要事項について調査審議等を行うため、笛吹市男女共同

参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

2 審議会は、次に掲げる事項について、市長の求めに応じて調査及び審議を行う。 

(1) 基本計画の策定及び変更に関する事項 

(2) 第 22 条第 1 項及び第 2 項に規定する苦情及び相談の申出に関する事項 

(3) その他男女共同参画の推進に関する事項 

3 審議会は、前項各号に定めるもののほか、必要があると認めたときは、男女共同参画の推

進に関する事項について、市長に意見を述べることができる。 

(審議会の組織) 

第 25 条 審議会は、委員 10 人以内で組織する。 

2 前項の場合において、男女のいずれか一方の委員の数は、委員総数の 10 分の 4 未満とな

らないものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。 

(審議会委員) 

第 26 条 委員は、市民、事業者等の代表者、学識経験者及び関係行政機関の職員のうちか

ら市長が委嘱する。 

2 委員の任期は、2 年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

3 委員は、再任されることができる。 

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

(審議会の会長及び副会長) 

第 27 条 審議会に会長及び副会長各 1 人を置く。 

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。 

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

(審議会の会議及び議事) 

第 28 条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を

聴くことができる。 

(推進組織の設置) 

第 29 条 市長は、基本計画を推進するための組織を置くことができる。 

  

http://localhost/#e000000302
http://localhost/#e000000304
http://localhost/#e000000325
http://localhost/#e000000344


 

 
65 

第 5 章 補則 

(委任) 

第 30 条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の際現に策定されている輝け男女笛吹プランは、第 12 条第 1 項の規定に

より策定された基本計画とみなす。 
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5 笛吹市男女共同参画審議会 委員名簿 

役職 氏名 所属 備考 

会長 山内 幸雄 憲法学者・大学非常勤講師 学識経験者 

副会長 小澤 幸子 笛吹市男女共同参画推進委員会委員長 
男女共同参画
関係 

 今泉 利恵 甲府人権擁護委員協議会笛吹グループ 人権関係 

 遠藤 浩之 笛吹市商工会 課長 商工業関係 

 小尾 恭一 笛吹市社会福祉協議会事務局長 地域活動関係 

 久保田 浩人 笛吹農業協同組合参事役 農業関係 

 佐藤 愛子 一宮北小学校 教頭 教育関係 

 深澤 和仁 笛吹市副市長 行政関係 

 横山 祥子 
第７代山梨県立男女共同参画推進セン
ター館長 

男女共同参画
関係 

 吉岡 弘子 
笛吹市民生委員・児童委員協議会 理事 
笛吹市民生委員・児童委員協議会 児童
福祉部会部会長 

福祉関係 
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6 笛吹市男女共同参画推進委員会 委員名簿 

役職 氏名 所属 

委員長 小澤 幸子 啓発活動部会 

副委員長 上野 美穂 広報部会 

啓発活動部会 部会長 三枝 則子 啓発活動部会 

広報部会 部会長 三枝 智久 広報部会 

啓発活動部会 副部会長 廣瀬 昌範 啓発活動部会 

広報部会 副部会長 三井 久美子 広報部会 

 雨宮 一敬 啓発活動部会 

 有野 幸子 啓発活動部会 

 伊藤 真理 啓発活動部会 

 菊嶋 喜久江 啓発活動部会 

 桐原 ひかる 啓発活動部会 

 小林 宏一 啓発活動部会 

 志村 直樹 広報部会 

 藤原 雄二 啓発活動部会 

 冬木 裕二 広報部会 

 堀内 智恵子 啓発活動部会 
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7 計画策定の経過 

年月日 経 過 

令和７年１０月１０日～ 

10 月２８日 

アンケート調査 
 

・配布数１，８００通（郵送配布） 

令和７年１０月２２日 

１１月２６日 

男女共同参画推進委員会 
 

・男女共同参画プランに基づく推進活動の検証 

令和７年１２月２５日 

第１回笛吹市男女共同参画審議会 
 

・諮問 
・第５次笛吹市男女共同参画プラン策定状況について 

令和８年１月２１日 
男女共同参画推進委員会 
 

・第５次笛吹市男女共同参画プランの確認について 

令和８年２月６日 
第２回笛吹市男女共同参画審議会 
 

・第５次笛吹市男女共同参画プラン（案）について 

令和８年２月１６日～ 

３月１６日 
パブリックコメント 

令和８年３月２３日 答申 
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